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（
一
）

札
幌
大
学
総
合
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究　

第
十
一
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

〈
釈
注
〉

『
封
氏
聞
見
記
』
訳
注
（
六
）

髙
瀬　

奈
津
子
・
江
川　

式
部

　

本
稿
は
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
唐
の
封
演
が
撰
し
た
『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
と
巻
四
の
訳
注
を
行
う
。
巻
三
は
銓
曹
の
後
半
部
分
で
あ
り
、
巻
四
は
、
紙
幅
の

都
合
か
ら
、
本
稿
で
は
尊
号
の
訳
注
を
行
う
。

〔
一
〕『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
・
銓
曹
（
二
）

【
原
文
】

　

開
元
初
宋
璟
爲
尚
書
、
李
乂
・
盧
從
愿
爲
侍
郎
、
大
革
前
弊
。
據
闕
留
人
、
紀
綱
復
振
。

　

時
選
人
王
翰
、頗
攻
篇
什
【
一
作
「
賦
」】
而
跡
浮
偽
。
乃
竊
定
海
内
文
士
百
有
餘
人
、分
作
九
等
、高
自
標
置
。
與
張
説
・
李
邕
並
居
第
一
、自
餘
皆
被
排
斥
。

陵
晨
于
吏
部
東
街
張
之
、
甚
于
長
名
。
觀
者
萬
計
、
莫
不
切
齒
。
從
愿
潛
察
獲
、
欲
奏
處
刑
憲
、
爲
勢
門
保
持
、
乃
止
。

　

姜
晦
自
兵
部
侍
郎
拜
吏
部
。
從
前
銓
中
廊
宇
、
布
棘
以
防
内
外
、
猶
不
免
交
通
。
晦
至
、
盡
去
之
、
大
開
門
、
示
無
所
禁
。
初
屬
置
者
、
晦
輙
知
之
、
占
論

莫
不
首
伏
。
初
、
朝
廷
以
晦
革
詮
司
舊
制
、
頗
憂
之
。
既
而
銓
綜
流
品
皆
得
其
叙
、
而
美
聲
洋
溢
。

　

十
四
年
、
元
宗
在
東
都
、
勅
吏
部
置
十
銓
。
以
禮
部
侍
郎
□
□
、
工
部
尚
書
盧
從
愿
、
散
騎
常
侍
徐
堅
、
御
史
中
丞
宇
文
融
、
朝
集
使
蒲
州
刺
史
崔
材
【
一
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（
二
）

作
「
林
」】、
魏
州
刺
史
崔
征
、
鄭
州
刺
史
王
岳
、
荊
府
長
史
韋
虚
心
等
同
掌
選
、
分
爲
十
銓
。
吏
部
窄
狹
、
乃
權
寄
諸
廳
引
注
、
選
人
喧
繁
、
滿
于
省
闥
。

　

明
年
、
銓
注
復
歸
之
吏
部
。
承
前
所
司
注
擬
、
皆
約
官
資
、
升
降
之
時
、
難
於
允
愜
。
侍
郎
裴
光
庭
始
奏
立
條
例
、
謂
之
循
資
格
。
自
後
皆
率
爲
標
準
。

　

舊
良
醞
署
丞
、
門
下
典
儀
、
大
樂
署
丞
、
皆
流
外
之
任
。
國
初
、
東
皐
子
王
績
始
爲
良
醞
丞
。
太
宗
朝
、
李
義
甫
始
爲
典
儀
府
。
中
宗
時
、
余
從
叔
希
顔
始

爲
大
樂
丞
。
三
官
從
此
並
爲
清
流
所
處
。

　

開
元
中
、
河
東
薛
自
據
恃
才
名
、
于
吏
部
參
選
、
請
授
萬
年
縣
録
事
。
吏
曹
不
敢
注
、
以
諮
執
政
、
將
許
之
矣
。
諸
流
外
共
見
宰
相
訴
云
、「
醞
署
丞
等
三
官
、

皆
流
外
之
職
、
已
被
士
人
奪
卻
。
惟
有
赤
縣
録
事
是
某
等
清
要
、
今
又
被
進
士
欲
奪
、
則
某
等
一
色
之
人
無
措
手
足
矣
。」
于
是
遂
罷
。

　

選
曹
毎
年
皆
先
立
版
牓
、
懸
之
南
院
。
選
人
所
通
文
書
、
皆
依
版
様
。
一
字
有
違
、
即
被
駮
落
、
至
有
三
十
年
不
得
官
者
。

　

楊
國
忠
爲
尚
書
、
創
爲
押
例
、
選
深
者
先
授
官
。
有
文
状
闕
失
、
許
續
通
、
不
令
駮
放
。
淹
滯
之
流
、
翕
然
歸
美
。
其
五
品
已
上
及
清
要
官
、
吏
部
不
注
、

送
名
中
書
門
下
者
、
各
量
資
次
臨
時
勅
除
。
歴
任
有
淺
深
、
官
資
有
高
下
。
故
授
任
者
或
稱
檢
校
、
或
稱
兼
・
試
・
知
・
攝
・
内
供
奉
之
類
、
名
目
非
一
。
自

頃
諸
【
以
下
闕
】

【
訓
読
】

　

開
元
の
初
め
宋
璟
尚
書
と
為
り
、
李
乂
・
盧
従
愿
侍
郎
と
為
り
（
一
）、
大
い
に
前
の
弊
を
革
む
。
留
人
を
闕
く
に
據
り
（
二
）、
紀
綱
復
た
振
う
。

　

時
に
選
人
王
翰
、
頗
る
篇
什
に
攻
み
に
し
て
浮
偽
を
跡
す
（
三
）。
乃
ち
竊
か
に
海
内
の
文
士
百
有
餘
人
を
定
め
、
分
け
て
九
等
と
作
し
、
高
く
自
ら
標
置

す
。
張
説
・
李
邕
と
並
べ
て
第
一
に
居
し
（
四
）、
自
餘
は
皆
な
排
斥
せ
ら
る
。
陵
晨
に
吏
部
の
東
街
に
て
之
を
張
り
、
長
名
よ
り
甚
し
。
観
者
万
も
て
計
う
に
、

切
歯
せ
ざ
る
は
莫
し
。
従
愿
潜
か
に
察
べ
て
獲
え
、
刑
憲
に
處
す
を
奏
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
勢
門
の
為
に
保
持
せ
ら
れ
、
乃
ち
止
む
（
五
）。

　

姜
晦
兵
部
侍
郎
よ
り
吏
部
を
拝
す
（
六
）。
従
前
は
銓
中
の
廊
宇
、
棘
を
布
き
以
て
内
外
を
防
ぎ
、
猶
お
交
通
を
免
れ
ざ
る
が
ご
と
し
（
七
）。
晦
至
り
、
尽

く
之
を
去
り
、
大
い
に
門
を
開
き
、
禁
ず
る
所
無
き
を
示
す
。
初
め
て
属
置
せ
る
者
、
晦
輙
ち
之
を
知
ら
ば
、
論
を
占た
ず

ね
て
首
伏
せ
ざ
る
は
莫
し
（
八
）。
初
め
、

朝
廷
は
晦
の
詮
司
の
旧
制
を
革
む
る
を
以
て
、
頗
る
之
を
憂
う
。
既
に
し
て
銓
綜
流
品
は
皆
な
其
の
叙
を
得
、
美
声
は
洋
溢
す
（
九
）。

　
〔
開
元
〕
十
四
年
、
元
宗
（
玄
宗
）
東
都
に
在
り
、
吏
部
に
勅
し
て
十
銓
を
置
く
（
一
〇
）。
禮
部
侍
郎
（
尚
書
）
□
□
〔
蘇
頲
、
刑
部
尚
書
韋
抗
〕、
工
部
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（
三
）

尚
書
盧
従
愿
、散
騎
常
侍
徐
堅
、御
史
中
丞
宇
文
融
、朝
集
使
蒲
州
刺
史
崔
材
（
崔
琳
）、魏
州
刺
史
崔
征
（
崔
沔
）、鄭
州
刺
史
〔
賈
曾
、懐
州
刺
史
〕
王
岳
（
王

丘
）、
荊
府
（
荊
州
）
長
史
韋
虚
心
等
を
以
て
同
に
選
を
掌
ら
し
め
、
分
け
て
十
銓
と
為
す
（
一
一
）。
吏
部
は
窄
狹
に
し
て
、
乃
ち
権か
り

に
諸
庁
に
寄
り
て
引
注

し
、
選
人
の
喧
繁
、
省
闥
に
満
つ
（
一
二
）。

　

明
年
、
銓
注
は
復
た
之
を
吏
部
に
帰
す
（
一
三
）。
承
前
の
所
司
の
注
擬
は
、
皆
な
官
資
を
約
し
、
升
降
の
時
、
允
愜
に
難
し
。
侍
郎
裴
光
庭
始
め
て
條
例

を
立
つ
る
を
奏
し
、
之
を
循
資
格
と
謂
う
（
一
四
）。
自
後
皆
な
率
ね
標
準
と
為
す
。

　

旧
は
良
醞
署
丞
、
門
下
典
儀
、
大
（
太
）
楽
署
丞
、
皆
な
流
外
の
任
な
り
（
一
五
）。
国
の
初
め
、
東
皐
子
王
績
始
め
て
良
醞
丞
と
為
る
（
一
六
）。
太
宗
朝
、

李
義
甫
（
李
義
府
）
始
め
て
典
儀
府
（
典
義
）
と
為
る
（
一
七
）。
中
宗
の
時
、
余
の
従
叔
希
顔
始
め
て
大
（
太
）
楽
丞
と
為
る
（
一
八
）。
三
官
此
れ
従
り
並

び
に
清
流
の
處
る
所
と
為
る
（
一
九
）。

　

開
元
中
、
河
東
の
薛
據
自
ら
才
名
を
恃
み
（
二
〇
）、
吏
部
参
選
に
お
い
て
、
万
年
県
録
事
を
授
か
ら
ん
こ
と
を
請
う
（
二
一
）。
吏
曹
は
敢
て
注
さ
ず
、
以

て
執
政
に
諮
る
に
、
将
に
之
を
許
さ
ん
と
す
（
二
二
）。
諸
そ
流
外
は
共
に
宰
相
に
見
え
訴
へ
て
云
く
、「
醞
署
丞
等
の
三
官
は
、
皆
な
流
外
の
職
な
れ
ど
、
已

に
士
人
に
奪
卻
せ
ら
る
（
二
三
）。
惟
だ
赤
県
の
録
事
の
み
是
れ
某
等
の
清
要
に
有
り
（
二
四
）、
今
ま
又
た
進
士
に
奪
わ
ん
と
欲
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
某
等
一

色
の
人
は
手
足
を
措
く
無
か
ら
ん
（
二
五
）」
と
。
是
に
お
い
て
遂
に
罷
む
。

　

選
曹
は
毎
年
皆
な
先
に
版
牓
を
立
て
、
之
を
南
院
に
懸
く
（
二
六
）。
選
人
の
通
す
所
の
文
書
は
、
皆
な
版
様
に
依
る
（
二
七
）。
一
字
の
違
い
有
ら
ば
、
即

ち
駮
落
せ
ら
れ
、
三
十
年
官
を
得
ざ
る
者
有
る
に
至
る
（
二
八
）。

　

楊
国
忠
尚
書
と
為
り
、
創
め
て
押
例
を
為
り
、
選
深
き
者
は
先
に
授
官
す
（
二
九
）。
文
状
に
闕
失
有
る
も
、
続
通
を
許
し
、
駮
放
せ
し
め
ず
（
三
〇
）。
淹

滞
の
流
は
、
翕
然
と
し
て
帰
美
す
（
三
一
）。
其
の
五
品
已
上
及
び
清
要
官
は
、
吏
部
注
さ
ず
、
名
を
中
書
門
下
に
送
り
、
各
お
の
資
次
を
量
り
て
時
に
臨
み

て
勅
除
す
（
三
二
）。
歴
任
に
浅
深
有
り
、
官
資
に
高
下
有
り
。
故
に
授
任
者
は
或
い
は
検
校
を
称
し
、
或
い
は
兼
・
試
・
知
・
摂
・
内
供
奉
の
類
を
称
し
（
三
三
）、

名
目
一
に
非
ず
。
自
頃
諸
【
以
下
闕
】

※
〔　

〕
は
江
川
補
。（　

）
は
訂
。
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（
四
）

【
註
釈
】

（
一
）開
元
の
初
め
宋
璟
尚
書
と
為
り
、李
乂
・
盧
従
愿
侍
郎
と
為
り　
　

宋
璟（
六
六
三
―
七
三
七
）は
、邢
州
南
和（
現
在
の
河
北
省
邢
台
市
）人
、調
露（
六
七
九
）

進
士
、『
旧
唐
書
』
巻
九
六
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
四
に
伝
が
あ
る
。
李
乂
（
六
四
七
―
七
一
四
）
は
、趙
州
房
子
（
現
在
の
河
北
省
臨
城
）
人
、字
は
尚
真
、

上
元
（
六
七
四
―
六
七
六
）
進
士
で
、『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
一
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
一
九
に
伝
が
あ
る
。
盧
従
愿
（
六
六
八
―
七
三
七
）
は
、
相
州
臨
漳
（
現

在
の
河
北
省
臨
漳
県
）
人
、
字
は
于
龔
、
明
経
に
挙
げ
ら
れ
た
の
ち
制
挙
に
応
じ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
〇
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
九
に
伝
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
「
開
元
の
初
め
」
と
あ
る
が
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
〇
・
唐
隆
元
年
（
七
一
〇
）
七
月
條
に
「
丁
巳
（
八
日
）、
以
洛
州
長
史
宋
璟
検
校
吏
部
尚

書
、
同
中
書
門
下
三
品
」
と
あ
り
、
宋
璟
が
吏
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
、
李
乂
・
盧
従
愿
ら
と
共
に
官
僚
人
事
の
綱
紀
是
正
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
韋
后
と
安
楽

公
主
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
鎮
圧
さ
れ
、
睿
宗
が
再
び
即
位
し
た
際
、
す
な
わ
ち
「
景
雲
の
初
め
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。『
旧
唐
書
』
巻
九
六
・
宋
璟
伝
に
は
、

睿
宗
践
祚
、
遷
吏
部
尚
書
・
同
中
書
門
下
三
品
…
…
先
是
、
外
戚
及
諸
公
主
干
預
朝
政
、
請
託
滋
甚
。
崔
湜
・
鄭
愔
相
次
典
選
、
為
権
門
所
制
、
九
流
失

敍
、
預
用
両
年
員
闕
注
擬
、
不
足
、
更
置
比
冬
選
人
、
大
為
士
庶
所
歎
。
至
是
、
璟
與
侍
郎
李
乂
・
盧
従
愿
等
大
革
前
弊
、
取
捨
平
允
、
銓
綜
有
敍
。

と
あ
る
。
ま
た
『
旧
唐
書
』
同
伝
に
「
開
元
初
、
徴
拝
刑
部
尚
書
。
四
年
（
七
一
六
）、
遷
吏
部
尚
書
、
兼
黄
門
監
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宋
璟
は
玄
宗
朝
に

お
い
て
も
吏
部
尚
書
の
任
に
つ
い
て
お
り
、「
開
元
の
初
め
」と
す
る
本
文
の
齟
齬
は
、こ
の
再
任
時
と
混
同
し
た
た
め
か
。な
お
盧
従
愿
は
、景
雲
元
年（
七
一
〇
）

か
ら
開
元
四
年
（
七
一
六
）
ま
で
吏
部
侍
郎
の
任
に
あ
っ
た
。

（
二
）
留
人
を
闕
く
に
據
り　
　
「
留
人
」
は
、
本
文
前
段
の
「
宏
道
（
弘
道
）
中
…
…
」（
前
稿
「『
封
氏
聞
見
記
』
訳
注
（
五
）・
銓
曹
（
一
）」、『
札
幌
大
学

総
合
研
究
』
第
十
号
、
一
〇
一
八
年
三
月
、
参
照
）
部
分
に
「
得
留
人
（
留
を
得
た
る
人
）」
と
あ
る
の
に
照
ら
せ
ば
、
官
人
資
格
を
持
つ
者
で
か
つ
任
職
に

堪
え
得
る
と
裁
定
さ
れ
た
者
、
の
意
で
あ
ろ
う
。「
據
闕
（
闕
に
據
る
）」
と
は
、
張
耕
評
注
『
封
氏
聞
見
記
』（
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
五
二
頁
に
「
按

照
実
際
空
闕
的
職
位
注
擬
（
実
際
に
空
欠
と
な
っ
て
い
る
職
位
に
基
づ
い
て
人
事
を
行
う
）」
と
あ
り
、
そ
う
解
す
る
の
が
穏
当
か
。

（
三
）
時
に
選
人
王
翰
、
頗
る
篇
什
に
攻
み
に
し
て
浮
偽
を
跡
す　
　

王
翰
（
生
没
年
不
詳
）
は
并
州
晋
陽
（
現
在
の
山
西
省
太
原
）
人
、
進
士
及
第
。『
旧
唐

書
』
巻
一
九
〇
中
・
文
苑
及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
二
・
文
芸
に
伝
が
あ
る
。「
選
人
」
は
任
官
資
格
を
有
す
る
者
を
い
う
。「
篇
什
」
は
詩
歌
を
集
め
た
文
集

の
意
で
、『
詩
経
』
の
雅
・
頌
の
十
編
を
一
什
と
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
。「
浮
偽
」
は
う
わ
べ
を
飾
り
偽
る
こ
と
。「
跡
す
」
は
行
う
の
意
。
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（
四
）
張
説
・
李
邕
と
並
べ
て
第
一
に
居
し　
　

張
説
（
六
六
七
―
七
三
一
）
は
河
南
洛
陽
人
、
字
は
道
済
、
則
天
武
后
の
時
に
対
策
科
に
応
じ
、
の
ち
睿
宗

朝
で
宰
相
と
な
り
、
開
元
の
初
め
に
は
中
書
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
文
辞
を
善
く
し
、
朝
廷
の
文
案
の
多
く
を
撰
し
た
が
、
開
元
一
四
年
（
七
二
六
）
に
李
林

甫
ら
の
弾
劾
を
受
け
て
宰
相
を
罷
め
た
。『
旧
唐
書
』
巻
九
七
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
五
に
立
伝
、
文
集
に
『
張
燕
公
集
』
が
あ
る
。
李
邕
（
六
七
八
―

七
四
七
）
は
、
揚
州
江
都
（
現
在
の
江
蘇
省
揚
州
）
人
、
字
は
泰
和
、『
文
選
』
の
注
で
知
ら
れ
る
李
善
の
子
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
〇
・
文
苑
、『
新
唐
書
』

巻
二
〇
二
・
文
芸
に
伝
が
あ
る
。
文
辞
の
ほ
か
書
法
に
も
優
れ
、
現
存
す
る
碑
刻
に
『
李
思
訓
碑
』（
開
元
八
年
〈
七
二
〇
〉、
李
邕
撰
・
書
）、『
麓
山
寺
碑
』（
開

元
一
八
年
〈
七
三
〇
〉、
李
邕
撰
・
書
）
等
が
あ
る
。
文
集
は
す
で
に
散
逸
し
、
明
人
に
よ
る
輯
本
『
李
北
海
集
』
が
あ
る
。

（
五
）
従
愿
潜
か
に
察
べ
て
獲
え
、
刑
憲
に
處
す
を
奏
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
勢
門
の
為
に
保
持
せ
ら
れ
、
乃
ち
止
む　
　
「
刑
憲
」
は
刑
罰
に
関
す
る
法
の
意
。

「
勢
門
」
は
勢
力
の
あ
る
家
柄
の
意
で
、こ
こ
で
は
具
体
名
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
不
詳
。「
保
持
」
は
維
持
す
る
の
意
で
、黙
認
さ
れ
て
処
罰
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
姜
晦
兵
部
侍
郎
よ
り
吏
部
を
拝
す　
　

姜
晦
は
、
開
元
初
め
に
太
常
卿
、
宗
正
卿
、
秘
書
監
等
を
歴
任
し
た
姜
皎
（
？
―
七
二
二
？
）
の
弟
。『
旧
唐
書
』

巻
五
九
及
び
『
新
唐
書
』
巻
九
一
に
伝
が
あ
り
、
開
元
初
め
に
御
史
中
丞
、
太
常
少
卿
等
を
歴
任
し
た
。
姜
晦
が
兵
部
侍
郎
か
ら
吏
部
侍
郎
に
遷
っ
た
の
は
、

開
元
四
年
（
七
一
六
）、
盧
従
愿
の
後
任
と
し
て
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』（
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
五
六
年
、

五
六
九
頁
）
巻
一
〇
・
吏
侍
参
照
。

（
七
）従
前
は
銓
中
の
廊
宇
、棘
を
布
き
以
て
内
外
を
防
ぎ
、猶
お
交
通
を
免
れ
ざ
る
が
ご
と
し　
　
「
銓
中
」の
銓
は
銓
曹
す
な
わ
ち
吏
部
さ
す
。「
廊
宇
」は
建
物
。

「
布
棘
」
は
、
試
験
や
人
事
の
不
正
防
止
の
た
め
に
、
人
々
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
建
物
の
周
囲
に
い
ば
ら
を
並
べ
置
く
こ
と
を
い
う
。

（
八
）
初
め
て
属
置
せ
る
者
、
晦
輒
ち
之
を
知
ら
ば
、
論
を
占
ね
て
首
伏
せ
ざ
る
は
莫
し　
　

こ
の
部
分
は
、『
新
唐
書
』
巻
九
一
・
姜
晦
伝
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容

の
記
事
が
み
え
る
。
そ
こ
に
は
、

除
黄
門
侍
郎
、
辞
不
拝
、
改
兵
部
。
満
歳
、
為
吏
部
侍
郎
、
主
選
。
曹
史
嘗
請
託
為
姦
、
前
領
選
者
周
棘
扈
藩
、
検
窒
内
外
、
猶
不
禁
。
至
晦
、
悉
除
之
、

示
無
防
限
、
然
處
事
精
明
、
私
相
属
諉
、
罪
輒
得
、
皆
以
為
神
。
始
、
晦
革
旧
示
簡
、
廷
議
恐
必
敗
、
既
而
贓
賕
路
塞
、
而
流
品
有
敍
、
衆
乃
伏
。

と
あ
る
。
底
本
の
「
初
め
て
属
置
せ
る
者
」
は
、『
新
唐
書
』
で
は
「
私
相
属
諉
（
私
に
相
い
属
諉
す
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、こ
こ
を
頼
り
に
意
味
を
推
る
な
ら
ば
、
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本
文
の
「
属
置
」
は
人
事
に
際
し
て
不
正
を
働
こ
う
と
し
た
者
の
意
か
。「
占
論
」
の
占
は
、
た
ず
ね
る
、
問
い
た
だ
す
の
意
、
論
は
考
え
。「
首
伏
」
は
自
ら

罪
を
認
め
て
服
す
こ
と
。

（
九
）
既
に
し
て
銓
綜
流
品
は
皆
な
其
の
叙
を
得
、
美
声
は
洋
溢
す　
　
「
銓
綜
」
は
人
材
を
選
抜
す
る
こ
と
、「
流
品
」
は
人
物
の
高
下
を
さ
す
。「
洋
溢
」
は

満
ち
溢
れ
て
広
く
ひ
ろ
が
る
こ
と
。

（
一
〇
）
十
四
年
、
元
宗
（
玄
宗
）
東
都
に
在
り
、
吏
部
に
勅
し
て
十
銓
を
置
く　
　

玄
宗
は
前
年
（
開
元
一
三
年
〈
七
二
五
〉）
一
一
月
に
泰
山
で
封
禅
を
行

い
、
そ
の
年
の
一
二
月
よ
り
東
都
洛
陽
に
滞
在
し
て
い
た
。『
唐
会
要
』
巻
七
四
・
選
部
上
・
論
選
事
に
は
、

十
三
年
十
二
月
、
封
嶽
迴
、
以
選
限
漸
迫
、
宇
文
融
上
策
、
請
吏
部
置
十
銓
。[

原
註
：
礼
部
尚
書
蘇
頲
・
刑
部
尚
書
韋
抗
・
工
部
尚
書
盧
従
愿
・
右
散

騎
常
侍
徐
堅
・
御
史
中
丞
宇
文
融
・
朝
集
使
蒲
州
刺
史
崔
林
・
魏
州
刺
史
崔
沔
・
荊
州
長
史
韋
虚
心
・
鄭
州
刺
史
賈
曾
・
懷
州
刺
史
王
丘
等
十
人]

。

と
あ
り
、
底
本
で
「
十
四
年
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
正
し
く
は
十
三
年
の
年
末
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
の
十
銓
の
設
置
は
、
宇
文
融
の
上
策
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
開
元
一
三
年
の
一
一
月
に
封
禅
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
玄
宗
に
同
行
し
た
高
官
ら
も
洛
陽
に
滞
在
し
て
お
り
、
選
人
の
期
限
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
、
十
人
の
担
当
者
（
十
銓
）
が
選
ば
れ
て
人
事
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）
礼
部
侍
郎
（
尚
書
）
□
□
〔
蘇
頲
、
刑
部
尚
書
韋
抗
〕、
工
部
尚
書
盧
従
愿
、
…
…
同
に
選
を
掌
ら
し
め
、
分
け
て
十
銓
と
為
す　
　

本
文
に
は
欠

文
の
礼
部
侍
郎
を
は
じ
め
八
名
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
前
掲
註
（
一
〇
）
に
引
い
た
『
唐
会
要
』
巻
七
四
・
選
部
上
の
原
註
、
ま
た
『
新
唐
書
』
巻

一
三
四
・
宇
文
融
伝
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

会
帝
封
太
山
還
、
融
以
選
限
薄
冬
、
請
分
吏
部
為
十
銓
。
有
詔
融
與
礼
部
尚
書
蘇
頲
・
刑
部
尚
書
韋
抗
・
工
部
尚
書
盧
従
愿
・
右
散
騎
常
侍
徐
堅
・
蒲
州

刺
史
崔
琳
・
魏
州
刺
史
崔
沔
・
荊
州
長
史
韋
虚
心
・
鄭
州
刺
史
賈
曾
・
懐
州
刺
史
王
丘
分
総
、
而
〔
張
説
〕
不
得
参
事
、
一
決
於
上
。

十
銓
に
つ
い
て
は
、
底
本
、『
唐
会
要
』
注
、『
新
唐
書
』
相
互
間
で
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
他
史
料
と
異
な
る
底
本
の
記
述
を
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
「
礼

部
侍
郎
□
□
（
欠
）
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、「
礼
部
尚
書
4

4

蘇
頲
・
刑
部
尚
書
韋
抗
」
が
入
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
底
本
に
は
「
礼
部
侍
郎
」
と
あ
る
が
、

開
元
一
三
年
末
に
礼
部
侍
郎
の
任
に
あ
っ
た
の
は
賀
知
章
（
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』
巻
一
六
・
輯
考
下
・
礼
侍
参
照
。）
で
、
彼
は
十
銓
に
は
関
与
し
て

い
な
い
。
蘇
頲
（
六
七
〇
―
七
二
七
）
は
京
兆
武
功
（
現
在
の
陝
西
省
咸
陽
市
武
功
県
）
の
人
で
、
字
は
廷
頌
、
開
元
一
二
年
（
七
二
四
）
か
ら
亡
く
な
る
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一
五
年
（
七
二
七
）
七
月
の
間
、
礼
部
侍
郎
の
任
に
あ
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
八
八
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
五
に
伝
が
あ
る
。
礼
部
尚
書
は
、
尚
書
礼
部
の

長
官
で
、
正
三
品
、
定
員
は
一
名
。

　

刑
部
尚
書
韋
抗
に
つ
い
て
は
、
他
書
と
の
相
違
は
な
い
。
韋
抗
（
六
六
七
―
七
二
六
）
は
京
兆
長
安
人
、
字
も
抗
、
清
貧
な
人
物
と
し
て
評
価
が
高
か
っ
た
。

彼
が
刑
部
尚
書
の
任
に
あ
っ
た
の
は
開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
か
ら
亡
く
な
る
開
元
一
四
（
七
二
六
）
八
月
ま
で
の
間
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
九
二
及
び
『
新

唐
書
』
巻
一
二
二
に
伝
が
あ
る
ほ
か
、『
全
唐
文
』
巻
二
五
八
に
蘇
頲
撰
の
「
刑
部
尚
書
韋
抗
神
道
碑
」
が
あ
る
。
刑
部
尚
書
は
尚
書
刑
部
の
長
官
で
正
三
品
、

定
員
は
一
名
。

　

工
部
尚
書
盧
従
愿
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
一
）
を
参
照
。
盧
従
愿
は
景
雲
元
年
（
七
一
〇
）
に
吏
部
侍
郎
の
任
に
就
き
、
そ
の
後
開
元
四
年
（
七
一
六
）
五

月
に
豫
州
刺
史
に
貶
せ
ら
れ
て
い
ち
ど
長
安
を
離
れ
る
。
や
が
て
工
部
侍
郎
の
任
を
得
て
戻
り
、
尚
書
左
丞
に
遷
っ
て
『
開
元
後
格
』
の
刪
定
に
参
与
、
開
元

一
一
年
（
七
二
三
）
か
ら
工
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
工
部
尚
書
は
尚
書
工
部
の
長
官
で
正
三
品
、
定
員
は
一
名
。

　

散
騎
常
侍
徐
堅
（
六
五
九
―
七
二
九
）
は
、
字
は
元
固
、
湖
州
（
現
在
の
浙
江
省
湖
州
市
）
人
で
、
太
宗
の
徐
賢
妃
、
高
宗
の
徐
婕
妤
の
侄
。
武
后
の
聖
暦

二
年
（
六
九
九
）
に
、
徐
彦
伯
・
劉
知
機
・
張
説
ら
と
大
型
の
類
書
『
三
教
珠
英
』（
已
佚
）
を
編
纂
し
、
ま
た
の
ち
に
『
初
学
記
』
三
十
巻
を
著
し
た
。
開

元
一
三
年
（
七
二
五
）
に
左
散
騎
常
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
ま
た
当
時
玄
宗
が
麗
正
書
院
を
集
賢
院
と
改
め
た
際
に
学
士
に
起
用
さ
れ
て
、
知
院
事
の
張
説
と
と
も

に
東
封
儀
注
の
撰
に
当
た
っ
た
。『
旧
唐
書
』
一
〇
二
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
九
九
・
儒
林
に
伝
が
あ
る
。
散
騎
常
侍
は
唐
代
で
は
左
右
が
あ
り
、
左
散
騎
常

侍
は
門
下
省
に
属
し
、
従
三
品
、
定
員
は
二
名
。
右
散
騎
常
侍
は
中
書
省
に
属
し
、
従
三
品
、
定
員
は
二
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
両
省
の
顧
問
官
で
あ
る
。

　

御
史
中
丞
宇
文
融
に
つ
い
て
は
、
他
書
と
の
異
同
は
な
い
。
宇
文
融
（
？
―
七
三
〇
頃
）
は
京
兆
万
年
人
、
開
元
の
初
め
に
監
察
御
史
と
な
り
、
開
元
九
年

（
七
二
一
）に
は
殿
中
侍
御
史
勾
当
括
戸
勧
農
租
庸
地
税
等
使
と
し
て
、逃
戸
に
対
す
る
括
戸
政
策
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。『
旧
唐
書
』巻
一
〇
五
及
び『
新

唐
書
』
巻
一
三
四
に
伝
が
あ
る
。
開
元
一
二
年
（
七
二
四
）
八
月
一
二
日
に
御
史
中
丞
に
遷
り
、
開
元
一
三
年
一
二
月
の
十
銓
人
事
を
主
導
し
た
が
、
こ
れ
は

当
時
彼
と
不
仲
で
あ
っ
た
中
書
令
・
張
説
を
人
事
か
ら
遠
ざ
け
る
目
的
が
あ
っ
た
。
御
史
中
丞
は
御
史
台
の
次
官
で
正
五
品
上
、
定
員
は
二
名
。

　
「
朝
集
使
蒲
州
刺
史
崔
材
」
は
、「
崔
琳
」
が
正
し
い
。
崔
琳
（
生
没
年
不
詳
）
は
貝
州
武
城
（
現
在
の
山
東
省
武
城
県
）
人
、『
旧
唐
書
』
巻
七
七
・
崔
義

玄
伝
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
〇
九
・
崔
義
玄
伝
に
附
伝
が
あ
る
。
開
元
天
宝
期
に
弟
の
珪
・
瑤
と
と
も
に
高
官
と
な
り
、
開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
末
に
一
時
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吏
部
侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。「
朝
集
使
」
は
、
毎
年
地
方
か
ら
朝
廷
へ
赴
き
政
務
や
歳
計
の
報
告
を
行
う
使
職
で
、
朝
会
に
参
加
し
て
皇
帝
に
上
奏
を
行

う
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

　
「
魏
州
刺
史
崔
征
」
は
「
崔
沔
」
が
正
し
い
。
崔
沔
（
六
七
三
―
七
三
九
）
は
、
京
兆
長
安
人
で
、
字
は
善
沖
。
開
元
一
二
（
七
二
四
）
に
中
書
侍
郎
を
兼

務
し
た
ま
ま
魏
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、開
元
一
三
年
（
七
二
五
）
の
東
封
の
の
ち
朝
散
大
夫
を
加
え
ら
れ
た
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』（
安
徽
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
巻
九
八
・
魏
州
。
一
三
七
四
―
一
三
七
五
頁
参
照
。『
旧
唐
書
』
一
八
八
・
孝
友
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
九
に
伝
が
あ
る
ほ
か
、『
全
唐
文
』

巻
三
三
八
に
顔
真
卿
撰
「
通
議
大
夫
守
太
子
賓
客
東
都
副
留
守
雲
騎
尉
贈
尚
書
左
僕
射
博
陵
崔
孝
公
宅
陋
室
銘
記
」
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
九
六
〇
年

代
に
洛
陽
か
ら
墓
誌
（
大
暦
一
三
年
〈
七
七
八
〉「
有
唐
通
議
大
夫
守
太
子
賓
客
贈
尚
書
左
僕
射
崔
孝
公
墓
誌
」。
現
在
、
開
封
市
博
物
館
蔵
）
が
出
土
し
て
い

る
。
代
宗
・
徳
宗
期
の
宰
相
崔
祐
甫
（
七
二
一
―
七
八
〇
）
の
父
。

　
「
荊
府
長
史
韋
虚
心
」
の
「
荊
府
」
は
荊
州4

の
こ
と
。
荊
州
は
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）
よ
り
大
都
督
府
と
な
っ
て
お
り
、
長
官
の
大
都
督
は
皇
室
関
係
者
が

肩
書
を
帯
び
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
の
次
官
で
あ
る
長
史
（
正
三
品
下
）
が
実
質
的
な
行
政
長
官
で
あ
っ
た
。
韋
虚
心
（
？
―
七
四
一
）
は
京
兆
杜
陵
人
、

『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
一
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
一
八
に
伝
が
あ
る
ほ
か
、『
全
唐
文
』
巻
三
一
三
に
孫
逖
撰
「
東
都
留
守
韋
虚
心
神
道
碑
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

韋
虚
心
が
荊
州
（
荊
府
）
長
史
の
任
に
あ
っ
た
正
確
な
時
期
は
、
列
伝
や
神
道
碑
か
ら
も
不
明
で
、
底
本
の
当
該
記
事
に
よ
り
、
開
元
一
三
〜
一
四
年
の
間
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
鄭
州
刺
史
王
岳
」は「
懐
州
刺
史
王
丘4

」が
正
し
い
。
他
史
料
で
は「
鄭
州
刺
史
賈
曾
」の
名
が
見
え
て
い
る
の
で
、底
本
の
当
該
部
分
で
は「
鄭
州
刺
史

4

4

4

4

賈
曾
」

「
懐
州
刺
史
王
丘
4

4

」
の
前
後
二
者
を
誤
っ
て
連
結
し
て
し
ま
っ
た
も
の
か
。
王
丘
（
？
―
七
四
三
）
は
相
州
安
陽
（
現
在
の
河
南
省
安
陽
市
）
人
、
字
は
仲
山
、

『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
〇
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
二
九
に
伝
が
あ
る
。
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
に
一
時
期
吏
部
侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、開
元
一
一
年
（
七
二
三
）

に
は
黄
門
侍
郎
と
な
り
、
玄
宗
の
泰
山
封
禅
に
際
し
て
開
元
一
二
年
（
七
二
四
）
に
懐
州
刺
史
を
拝
し
て
い
た
。

　

そ
の
他
、
底
本
に
名
は
み
え
な
い
が
、（
鄭
州
刺
史
）
賈
曾
を
加
え
て
お
く
。
賈
曾
（
？
―
七
二
七
）
は
河
南
省
洛
陽
人
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
〇
・
文
苑
及

び
『
新
唐
書
』
巻
一
一
九
に
伝
が
あ
る
。
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
に
一
時
期
吏
部
員
外
郎
を
経
て
お
り
、
開
元
一
〇
年
（
七
二
二
）
―
一
一
年
（
七
二
三
）
に

徐
州
刺
史
を
務
め
た
の
ち
、
開
元
一
三
年
（
七
二
五
）
に
鄭
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
。
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以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
十
銓
の
担
当
者
は
概
ね
五
品
以
上
官
で
は
あ
る
が
、
吏
部
経
験
者
ば
か
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
宇
文
融
の
人
選
に
明
確

な
基
準
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
張
説
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
面
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
本
来
の
担
当
官
で
あ
る
吏
部
尚
書
（
開
元

一
三
年
末
当
時
は
裴
漼
）
や
吏
部
侍
郎
（
開
元
一
三
年
末
当
時
は
李
元
紘
ま
た
は
蒋
欽
緒
か
）
を
排
除
し
た
こ
と
は
、
間
も
な
く
呉
兢
に
よ
り
批
判
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。
後
段
参
照
。

（
一
二
）
吏
部
は
窄
狹
に
し
て
、
乃
ち
権
に
諸
庁
に
寄
り
て
引
注
し
、
選
人
の
喧
繁
、
省
闥
に
満
つ　
　
「
窄
狹
」
は
す
ぼ
ま
っ
て
せ
ま
い
こ
と
。「
權
寄
諸
廳
」

は
他
の
庁
舎
を
か
り
る
こ
と
。「
引
注
」
は
官
籍
を
注
録
（
登
録
な
い
し
記
録
）
す
る
こ
と
。
応
試
し
て
選
人
と
な
っ
た
の
ち
尚
書
省
に
登
録
、
の
ち
業
績
や

才
能
に
よ
っ
て
官
職
に
擬
定
さ
れ
、
こ
れ
を
注
擬
と
い
っ
た
。「
喧
繁
」
は
、
さ
わ
が
し
く
う
る
さ
い
こ
と
。「
省
闥
」
は
宮
中
。
十
銓
に
よ
る
人
事
は
、
こ
の

と
き
行
在
の
洛
陽
城
内
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
吏
部
以
外
の
諸
庁
舎
も
借
り
て
行
わ
れ
た
が
そ
れ
で
も
注
擬
に
集
ま
る
人
々
を
収
容
し
き
れ
ず
、
喧
騒
が
宮

中
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、後
段
註
（
一
三
）
に
引
く
呉
兢
の
上
表
（『
唐
会
要
』
巻
七
四
・
選
部
上
）
に
は
「
及
試
判
将
畢
、

遽
召
入
禁
中
決
定
（
試
判
將
に
畢
ら
ん
と
す
る
に
及
び
、
遽
り
て
禁
中
に
召
入
せ
し
め
て
決
定
す
）」
と
も
あ
り
、
こ
の
と
き
の
注
擬
は
宮
中
で
玄
宗
が
直
々

に
行
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
一
三
）
明
年
、
銓
注
は
復
た
之
を
吏
部
に
帰
す　
　
「
明
年
」
は
開
元
一
四
年
（
七
二
六
）。
十
銓
に
つ
い
て
は
、
間
も
な
く
呉
兢
（
六
七
〇
―
七
四
九
）
の

批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
唐
会
要
』
巻
七
四
・
選
部
上
に
は
、

太
子
左
庶
子
吳
兢
上
表
諫
曰
。「
臣
聞
易
称
『
君
子
思
不
出
其
位
』、
言
各
止
其
所
、
不
侵
官
也
。
此
実
百
王
準
的
。
伏
見
勅
旨
、
令
刑
部
尚
書
韋
抗
等
十

人
、
分
掌
吏
部
銓
選
。
及
試
判
将
畢
、
遽
召
入
禁
中
決
定
。
雖
有
吏
部
尚
書
及
侍
郎
、
皆
不
得
参
議
其
事
。
議
者
皆
以
陛
下
曲
受
讒
言
、
不
信
於
有
司
也
。

…
…
凡
是
選
人
書
判
。
並
請
委
之
有
司
。
仍
停
此
十
銓
分
選
。
依
旧
以
三
銓
為
定
。」

と
あ
り
、
十
銓
に
は
吏
部
尚
書
・
侍
郎
と
も
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
讒
言
を
真
に
受
け
て
有
司
を
信
用
せ
ず
に
人
事
を
断
行
し
た
、
と
玄
宗
に
上
表
し
て
諫
め

た
の
で
あ
る
。
巡
幸
中
に
宇
文
融
の
建
議
に
よ
り
洛
陽
で
行
わ
れ
た
異
例
の
注
擬
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
く
、
翌
年
か
ら
は

従
来
の
吏
部
銓
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
一
四
）
承
前
の
所
司
の
注
擬
は
、
皆
な
官
資
を
約
し
、
升
降
の
時
、
允
愜
に
難
し
。
…
…
之
を
循
資
格
と
謂
う　
　
「
承
前
」
は
前
か
ら
の
続
き
、
以
前
。「
注
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一
〇
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擬
」
は
い
わ
ゆ
る
人
事
、前
掲
註
（
一
二
）
を
参
照
。「
官
資
」
は
官
吏
と
な
る
資
格
。「
允
愜
」
は
事
が
よ
く
時
情
に
合
う
こ
と
。「
侍
郎
裴
光
庭
」
と
あ
る
が
、

「（
吏
部
）
尚
書
裴
光
庭
」
の
誤
り
。
裴
光
庭
（
六
七
五
―
七
三
二
）
は
絳
州
聞
喜
（
現
在
の
山
西
省
聞
喜
県
）
人
、
字
は
連
城
、『
旧
唐
書
』
巻
八
四
及
び
『
新

唐
書
』
巻
一
〇
八
に
伝
が
あ
る
ほ
か
、『
全
唐
文
』
巻
二
九
一
に
張
九
齢
撰
「
大
唐
金
紫
光
禄
大
夫
行
侍
中
兼
吏
部
尚
書
弘
文
館
学
士
贈
太
師
正
平
忠
献
公
裴

公
碑
銘
并
序
」
が
あ
る
。
裴
光
庭
が
吏
部
尚
書
の
任
に
あ
っ
て
、
循
資
格
に
つ
い
て
奏
上
し
た
の
は
開
元
一
八
年
（
七
三
〇
）
四
月
で
あ
る
。
底
本
で
は
裴
光

庭
の
循
資
格
に
つ
い
て
あ
ま
り
詳
し
く
述
べ
て
は
い
な
い
が
、『
冊
府
元
亀
』
巻
六
三
〇
・
銓
選
部
二
・
條
制
二
に
、

（
開
元
）
十
八
年
四
月
、
侍
中
裴
光
庭
以
選
人
既
広
、
常
限
或
有
出
身
二
十
餘
年
而
不
獲
禄
者
、
復
作
循
資
格
定
為
限
域
。
凡
官
罷
満
、
以
若
干
選
而
集
、

各
有
差
等
、
卑
官
多
選
、
高
官
少
遷
、
賢
愚
一
貫
、
必
合
乎
格
者
、
乃
得
銓
授
。
自
下
升
上
、
限
年
躡
級
、
不
得
逾
越
。
久
淹
不
収
者
、
皆
荷
之
謂
之
聖
書
。

雖
小
有
常
規
、而
求
材
之
方
失
矣
。[

原
註
：
此
起
於
後
魏
崔
亮
。
停
年
之
制
也]

其
有
異
才
高
行
、聴
擢
不
次
。
然
有
其
制
而
無
其
事
、有
司
但
守
文
奉
式
、

循
資
圧
例
而
已
。

と
あ
り
、
当
時
、
出
身
を
得
て
の
ち
二
十
年
以
上
も
職
を
得
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
こ
の
た
め
才
能
で
は
な
く
年
功
に
よ
っ
て
昇
進
が
で
き
る
よ
う
、
そ

れ
ま
で
の
業
績
主
義
を
改
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
昇
級
の
滞
っ
て
い
た
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
方
法
は
「
聖
書
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
有
難
い
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
年
功
の
み
を
人
事
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
、『
冊
府
元
亀
』
が
「
小
や
常
規
有
る
と
雖
も
、
求
材
の
方
は
失
は
る
」「
其
の
制
有
り
て
其
事

無
し
」
と
評
す
る
よ
う
に
、
人
事
を
行
う
側
に
は
準
拠
と
し
や
す
く
、
受
け
る
側
に
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
方
で
行
政
の
現
場
に
お

け
る
適
材
適
所
の
必
要
性
を
考
慮
し
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

（
一
五
）
旧
は
良
醞
署
丞
、
門
下
典
儀
、
大
（
太
）
楽
署
丞
、
皆
な
流
外
の
任
な
り　
　

良
醞
署
丞
は
光
禄
寺
良
醞
署
の
次
官
、
正
九
品
下
、
定
員
は
二
名
。

良
醞
署
は
祭
祀
に
用
い
る
酒
の
醸
造
と
神
前
へ
の
配
置
を
司
る
。
門
下
典
儀
は
門
下
省
の
属
官
で
従
九
品
下
、
定
員
は
二
名
。
職
掌
に
つ
い
て
は
『
唐
六
典
』

巻
八
・
門
下
省
に
、

典
儀
掌
殿
上
賛
唱
之
節
、
及
設
殿
庭
版
位
之
次
。[

原
註
：
若
元
正
・
冬
至
大
朝
会
、
王
公
升
殿
、
既
坐
、
酒
至
而
起
、
皆
伝
賛
唱
而
為
之
節
也
。]

と
あ
り
、
祭
祀
の
と
き
の
儀
式
の
賛
唱
や
、
殿
庭
の
版
位
（
儀
式
参
列
者
の
立
ち
位
置
を
示
す
板
印
）
の
設
置
を
行
う
。「
大
（
太
）
楽
署
丞
」
は
太
常
寺
太

楽
署
の
次
官
で
、
従
八
品
下
、
定
員
は
一
名
。
太
楽
署
は
国
の
祭
祀
や
宴
饗
時
の
奏
楽
を
担
当
す
る
。
右
の
三
官
の
品
階
は
、『
唐
六
典
』
で
は
い
ず
れ
も
流
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一
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内
と
な
っ
て
い
る
が
、
底
本
後
段
に
あ
る
よ
う
に
、
唐
初
は
流
外
官
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
一
六
）
国
の
初
め
、
東
皐
子
王
績
始
め
て
良
醞
丞
と
為
る　
　

王
績
（
五
八
六
？
―
六
四
四
）
は
、
隋
末
唐
初
の
官
僚
で
詩
人
、
絳
州
龍
門
（
現
在
の
山
西

省
河
津
市
）
人
、
字
は
無
功
、
東
皐
子
と
号
し
た
。
隋
末
の
儒
学
者
・
王
通
（
五
八
四
―
六
一
八
。
号
は
文
中
子
）
の
弟
。
祕
書
省
正
字
と
し
て
隋
朝
に
仕
え
、

唐
初
に
は
門
下
省
に
て
待
詔
の
任
に
あ
っ
た
が
、
の
ち
官
を
辞
し
て
郷
里
に
戻
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
二
・
隠
逸
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
九
六
・
隠
逸
に

伝
が
あ
る
。
文
集
は
既
に
散
逸
し
、
後
代
の
輯
本
に
『
東
皐
子
集
』『
王
無
功
集
』
が
あ
る
。
底
本
に
は
「
王
績
始
め
て
良
醞
丞
と
為
る
」
と
あ
る
が
、
王
績

が
就
い
た
の
は
太
楽
丞
の
よ
う
で
あ
る
。
王
績
の
酒
好
き
は
有
名
で
、『
新
唐
書
』
巻
一
九
六
の
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

高
祖
武
徳
初
、以
前
官
待
詔
門
下
省
。
故
事
、官
給
酒
日
三
升
、或
問
、「
待
詔
何
楽
邪
」。
答
曰
「
良
醞
可
恋
耳
」。
侍
中
陳
叔
達
聞
之
、日
給
一
斗
、時
称
「
斗

酒
学
士
」。
貞
観
初
、
以
疾
罷
。
復
調
有
司
、
時
太
楽
署
史
焦
革
家
善
釀
、
績
求
為
丞
、
吏
部
以
非
流
不
許
、
績
固
請
曰
「
有
深
意
」、
竟
除
之
。
革
死
、

妻
送
酒
不
絕
、
歳
餘
、
又
死
。
績
曰
「
天
不
使
我
酣
美
酒
邪
」
棄
官
去
。
自
是
太
楽
丞
為
清
職
。

こ
こ
を
み
る
と
王
績
は
、
太
楽
署
史
の
焦
革
の
家
が
、
醸
造
を
上
手
に
行
う
と
い
う
話
を
聞
き
、
焦
革
と
の
交
誼
を
図
っ
て
、
彼
と
同
じ
太
楽
署
に
官
を
望
ん

だ
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
績
が
就
い
た
の
は
底
本
に
あ
る
「
良
醞
丞
」
で
は
な
く
、「
大
楽
丞
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
の
ち
に
〝
酒
好
き
の
王
績
〞
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
「
良
醞
丞
」
と
の
誤
り
を
生
じ
さ
せ
た
か
。

（
一
七
）
太
宗
朝
、李
義
甫
（
李
義
府
）
始
め
て
典
儀
府
と
為
る　
　

底
本
の
「
李
義
甫4

」
は
「
李
義
府4

」
の
誤
り
。
ま
た
「
典
儀
府
」
は
「
典
儀
」
の
誤
り
で
、

門
下
典
儀
の
こ
と
。
門
下
典
儀
に
つ
い
て
は
、『
唐
六
典
』
巻
八
・
門
下
省
條
の
原
註
に
、

皇
朝
置
典
儀
二
人
、
隷
門
下
省
。
初
、
用
人
皆
軽
。
至
貞
観
初
、
李
義
府
為
之
、
是
後
常
用
士
人
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

李
義
府
（
六
一
四
―
六
六
六
）
は
、
唐
太
宗
〜
高
宗
期
の
官
僚
。
瀛
州
饒
陽
（
現
在
の
河
北
省
衡
水
市
饒
陽
県
）
の
人
で
、
祖
父
の
と
き
に
梓
州
永
泰
（
現

在
の
四
川
省
綿
陽
市
塩
亭
県
）に
遷
っ
た
。貞
観
八
年（
六
三
四
）、剣
南
道
巡
察
大
使
で
あ
っ
た
李
大
亮
の
推
薦
を
受
け
て
対
策
擢
第
し
、門
下
省
の
典
儀
と
な
っ

た
。
や
が
て
高
宗
が
即
位
す
る
と
（
六
四
九
）
中
書
舎
人
に
遷
り
、
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
は
弘
文
館
学
士
兼
修
国
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
武
氏
立
后
を
支
持

し
て
、
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
に
は
中
書
令
と
な
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
八
二
及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
二
三
上
・
姦
臣
に
伝
が
あ
る
。
栄
達
の
一
方
で
、『
旧
唐
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一
二
）

書
』
李
義
府
伝
に
は
、

義
府
貌
状
温
恭
、
與
人
語
必
嬉
怡
微
笑
、
而
褊
忌
陰
賊
。
既
處
権
要
、
欲
人
附
己
、
微
忤
意
者
、
輒
加
傾
陷
。
故
時
人
言
義
府
笑
中
有
刀
、
又
以
其
柔
而

害
物
、
亦
謂
之
「
李
貓
」。
…
…
義
府
貪
冒
無
厭
、
與
母
・
妻
及
諸
子
・
女
婿
売
官
鬻
獄
、
其
門
如
市
。
多
引
腹
心
、
廣
樹
朋
党
、
傾
動
朝
野
。

と
あ
り
、
温
和
な
表
情
と
は
裏
腹
に
陰
険
な
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
任
官
や
訴
訟
に
借
り
て
賄
賂
を
取
り
、
さ
ら
に
朋
党
を
組
織
し
て
権
勢
を
ふ
る
っ
た

こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。　
　

（
一
八
）
中
宗
の
時
、
余
の
従
叔
希
顔
始
め
て
大
（
太
）
楽
丞
と
為
る　
　
「
中
宗
」
は
唐
朝
第
四
代
皇
帝
李
顕
（
六
五
六
―
七
一
〇
）、
の
ち
に
李
哲
と
改
名
。

高
宗
と
則
天
武
后
の
子
で
、
在
位
は
六
八
三
年
一
二
月
―
二
月
、
及
び
七
〇
五
年
一
月
―
七
一
〇
年
六
月
。「
従
叔
」
は
父
方
の
祖
父
・
曾
祖
父
を
同
じ
く
し

輩
行
が
上
の
男
性
親
族
を
さ
す
。「
希
顔
」
す
な
わ
ち
封
希
顔
に
つ
い
て
は
新
旧
『
唐
書
』
に
伝
は
な
く
、
唐
・
林
宝
撰
『
元
和
姓
纂
』
巻
一
に
、

〔
封
〕
徳
潤
、
隋
青
城
令
、
生
行
賓
・
行
高
・
梁
客
。
行
賓
生
広
成
（
広
城
）、
雍
州
司
法
。
広
成
（
広
城
）
生
希
彦
（
希
顔
）、
中
書
舎
人
・
吏
部
侍
郎
。

と
あ
る
。
徳
潤
は
唐
初
の
宰
相
・
封
徳
彝
の
兄
で
あ
る
。
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
一
二
九
・
崔
沔
伝
に
は
、

睿
宗
召
（
崔
沔
）
授
中
書
舍
人
、
以
母
病
東
都
不
忍
去
、
固
辞
求
侍
、
更
表
陸
渾
尉
郭
隣
・
太
楽
丞
封
希
顔
・
處
士
李
喜
以
代
己
處
。

と
あ
り
、
睿
宗
朝
で
太
楽
丞
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
始
め
て
大
（
太
）
楽
丞
と
為
る
」
と
す
る
本
條
の
左
証
と
な
ろ
う
。

（
一
九
）
三
官
此
れ
従
り
並
び
に
清
流
の
處
る
所
と
為
る　
　
「
三
官
」
は
右
に
み
た
良
醞
丞
・
門
下
典
儀
・
太
楽
丞
を
さ
す
。「
清
流
」
は
高
貴
な
人
、
名
士

を
さ
す
詞
だ
が
、
こ
こ
で
は
清
品
、
す
な
わ
ち
出
世
コ
ー
ス
と
な
る
良
い
官
位
の
意
と
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

（
二
〇
）
開
元
中
、河
東
の
薛
據
自
ら
才
名
を
恃
み　
　

底
本
に
「
薛
自
據
恃
才
名
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、「
薛
據
自
恃
才
名
（
薛
據
自
ら
才
名
を
恃
み
）」
の
誤
り
。

薛
據
（
生
没
年
不
詳
）
に
つ
い
て
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
六
・
薛
播
伝
に
、
薛
播
の
兄
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
詳
細
は
不
詳
。
清
・
徐
松
撰
、
孟
二

冬
補
正
『
登
科
記
考
補
正
』
上
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
開
元
九
年
（
七
二
一
）
進
士
で
あ
っ
た
。『
同
』
二
五
八
頁
の
孟
二
冬
氏

の
考
証
を
参
照
。
ま
た
韓
愈
「
国
子
助
教
河
東
薛
君
（
公
達
）
墓
誌
名
」（『
韓
昌
黎
文
集
』
巻
六
）
に
は
、「
父
曰
播
、
尚
書
礼
部
侍
郎
、
侍
郎
命
君
後
兄
據
、

據
為
尚
書
水
部
郎
中
、
贈
給
侍
中
」
と
あ
る
。「
才
名
」
は
才
能
が
あ
る
と
い
う
評
判
、
ま
た
そ
の
才
知
。

（
二
一
）
吏
部
参
選
に
お
い
て
、
万
年
県
録
事
を
授
か
ら
ん
こ
と
を
請
う　
　
「
吏
部
参
選
」
は
い
わ
ゆ
る
吏
部
銓
を
さ
す
。
唐
で
は
、
五
品
以
上
官
に
つ
い
て
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一
三
）

は
宰
相
（
尚
書
左
右
僕
射
・
門
下
侍
中
・
中
書
令
の
う
ち
「
知
政
事
」「
参
預
朝
政
」「
参
知
政
事
」
等
の
頭
銜
を
持
つ
者
で
、
高
宗
朝
以
後
は
多
く
「
同
中
書

門
下
三
品
」、
粛
宗
朝
以
後
は
「
同
中
書
門
下
平
章
事
」
を
銜
称
し
た
）
が
詮
議
し
た
の
ち
皇
帝
の
批
准
を
受
け
て
任
命
が
行
わ
れ
た
が
、
六
品
以
下
官
に
つ

い
て
は
吏
部
に
て
注
擬
が
行
わ
れ
た
。
吏
部
尚
書
が
六
・
七
品
の
任
官
を
掌
り
、
こ
れ
を
尚
書
銓
と
い
う
。
ま
た
吏
部
侍
郎
二
名
が
八
・
九
品
の
任
官
を
掌
り
、

一
方
を
中
銓
、
も
う
一
方
を
東
銓
と
い
っ
た
。
こ
の
尚
書
銓
・
中
銓
・
東
銓
を
あ
わ
せ
て
「（
吏
部
）
三
詮
」
と
い
う
。『
通
典
』
巻
二
三
・
職
官
五
・
吏
部
尚

書
條
参
照
。

　
「
万
年
県
」
は
京
兆
長
安
に
置
か
れ
た
二
つ
の
行
政
県
（
長
安
県
と
万
年
県
）
の
一
方
で
赤
県
。
赤
県
と
は
、
三
都
（
長
安
・
洛
陽
・
太
原
）
城
内
に
置
か

れ
た
県
す
な
わ
ち
京
県
の
こ
と
で
、
洛
陽
は
洛
陽
県
と
河
南
県
、
太
原
は
太
原
県
と
晋
陽
県
が
赤
県
と
さ
れ
た
。
唐
代
の
県
の
等
級
に
は
、
赤
県
・
畿
県
・
望

県
・
緊
県
・
上
県
・
中
県
・
中
下
県
・
下
県
の
八
等
が
あ
り
、
の
ち
更
に
次
赤
県
・
次
畿
県
の
二
級
が
加
え
ら
れ
た
。「（
赤
県
）
録
事
」
は
、
品
階
は
従
九
品

下
で
定
員
は
二
名
。

（
二
二
）
吏
曹
は
敢
て
注
さ
ず
、
以
て
執
政
に
諮
る
に
、
将
に
之
を
許
さ
ん
と
す　
　
「
吏
曹
」
は
吏
部
の
こ
と
。「
執
政
」
は
こ
の
場
合
は
宰
相
を
さ
す
。
赤

県
の
録
事
の
品
階
は
註
（
二
一
）
で
み
た
と
お
り
従
九
品
下
で
あ
り
、
本
来
は
吏
部
に
て
注
擬
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
は
宰
相
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

（
二
三
）
諸
そ
流
外
は
共
に
宰
相
に
見
え
訴
へ
て
云
く
、「
醞
署
丞
等
の
三
官
は
、
皆
な
流
外
の
職
な
れ
ど
、
已
に
士
人
に
奪
卻
せ
ら
る　
　
「
流
外
」
は
九
品

以
外
の
官
を
い
う
。
唐
の
官
制
で
は
、ま
ず
一
品
か
ら
九
品
ま
で
の
九
品
階
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
正
・
従
に
分
か
れ
、更
に
五
品
か
ら
九
品
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
上
・

下
に
分
か
れ
て
、
全
三
十
階
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
十
階
以
外
に
勲
品
九
品
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
流
外
と
い
っ
た
。『
通
典
』
巻
一
九
・
職
官
一
・

要
略
官
品
條
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
唐
自
流
内
以
上
、
並
因
隋
制
。
…
…
又
置
勲
品
九
品
、
自
諸
衛
録
事
及
五
省
令
史
始
焉
、
謂
之
流
外
。
流
外
自
此
始
。[

原
註
：
勲
品
自
斉
梁
即
有
之]

（
二
四
）
惟
だ
赤
県
の
録
事
の
み
是
れ
某
等
の
清
要
に
有
り　
　
「
清
要
」
は
地
位
が
顕
貴
な
要
職
を
い
う
。
南
宋
・
趙
升
の
『
朝
野
類
要
』
巻
二
・
称
謂
・
清

要
條
に「
職
慢
位
顕
謂
之
清
、職
緊
位
顕
謂
之
要
。
兼
此
二
者
、謂
之
清
要
。」と
あ
る
。
赤
県
の
録
事
は
も
と
も
と
進
士
の
起
家
官
で
は
な
く
、流
外
官
ら
に
と
っ

て
は
昇
進
の
最
終
到
達
点
の
一
つ
で
あ
り
、
主
要
な
出
世
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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一
四
）

（
二
五
）
今
ま
又
た
進
士
に
奪
わ
ん
と
欲
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
某
等
一
色
の
人
は
手
足
を
措
く
無
か
ら
ん　
　
「
某
等
」
は
わ
れ
ら
。「
一
色
之
人
」
の
一
色
に

つ
い
て
は
用
例
が
他
史
料
に
な
く
、
管
見
の
限
り
底
本
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
案
ず
る
に
、
唐
朝
の
官
服
（
常
服
）
の
制
度
で
は
、
朝
代
に
よ
り
若
干
の
変
更

が
あ
る
も
の
の
、
三
品
以
上
が
紫
、
五
品
以
上
が
緋
、
六
・
七
品
が
緑
、
八
・
九
品
が
青
（
碧
）、
そ
し
て
流
外
・
庶
人
は
黄
と
、
そ
れ
ぞ
れ
身
分
に
よ
っ
て
色

が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
流
内
官
の
場
合
は
紫
・
緋
・
緑
・
青
と
四
色
の
差
等
が
あ
っ
た
が
、
流
外
官
は
九
級
す
べ
て
、
官
服
は
黄
一
色
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
一
色
之
人
」
と
は
、
黄
色
の
官
服
を
着
た
（
流
外
の
）
人
々
と
い
う
意
で
理
解
で
き
よ
う
。

（
二
六
）
選
曹
は
毎
年
皆
な
先
に
版
牓
を
立
て
、
之
を
南
院
に
懸
く　
　
「
選
曹
」
は
吏
部
の
こ
と
。「
版
牓
」
は
本
項
前
段
に
出
て
き
た
「
牓
」
す
な
わ
ち
長

名
牓
を
い
う
。
拙
稿
『
封
氏
聞
見
記
』
訳
注
（
五
）・
銓
曹
（
一
）
の
註
釈
（
八
）
を
参
照
。「
南
院
」
は
「
吏
部
選
院
」
ま
た
「
南
曹
」
と
も
い
う
。『
唐
会
要
』

巻
七
四
・
選
部
上
・
吏
曹
條
例
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
開
元
）
二
十
八
年
八
月
、
以
考
功
貢
院
地
置
吏
部
南
院
、
以
置
選
人
文
書
、
或
謂
之
選
院
。
其
選
院
本
銓
之
内
、
至
是
移
出
之
。
東
都
至
二
十
一
年
七
月
、

以
太
常
園
置
之
。

東
都
洛
陽
に
開
元
二
一
年
（
七
三
三
）
に
設
置
さ
れ
た
の
に
続
き
、
開
元
二
八
年
（
七
四
〇
）
に
は
京
兆
長
安
の
吏
部
貢
院
の
地
に
も
置
か
れ
て
、
人
材
の
選

抜
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
安
の
吏
部
南
院
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、唐
・
李
肇
『
唐
国
史
補
』
巻
下
に
は
「
自
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）、

吏
部
置
南
院
、
初
縣
（
懸
）
長
名
、
以
定
留
放
。」
と
も
あ
り
、
ま
た
開
元
二
五
年
（
七
三
七
）
成
書
の
『
唐
六
典
』
巻
二
・
尚
書
吏
部
・
吏
部
員
外
郎
條
に

も
南
曹
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
開
元
二
八
年
と
す
る
『
唐
会
要
』
の
記
述
は
誤
り
か
。

　

既
に
本
項
前
段
で
も
み
て
き
た
よ
う
に
、
任
官
資
格
を
持
つ
者
は
、
尚
書
吏
部
に
赴
き
、
吏
部
の
注
擬
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
院
（
選
院
・
南
曹
）

の
業
務
は
、『
旧
唐
書
』
巻
四
三
・
職
官
・
吏
部
員
外
郎
條
に
、

員
外
郎
一
人
掌
判
南
曹[

原
註
：
曹
在
選
曹
之
南
、
故
謂
之
南
曹]

。
每
歳
選
人
、
有
解
状
・
簿
書
・
資
歷
・
考
課
、
必
由
之
以
覈
其
実
、
乃
上
三
銓
。

其
三
銓
進
甲
則
署
焉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
求
官
者
が
持
参
し
て
く
る
解
状
・
簿
書
・
資
歷
・
考
課
の
内
容
を
査
閲
し
て
三
銓
に
回
す
、
い
わ
ば
官
職
応
募
者
の
書
類
受
付
を
行
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
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五
）

　

王
寿
南
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
官
職
を
求
め
る
人
々
に
は
二
つ
の
立
場
が
あ
り
、
一
つ
は
任
官
資
格
を
持
ち
な
が
ら
ま
だ
官
職
を
得
て
い
な
い
者
、
も
う
一
つ

は
任
期
満
了
な
ど
で
官
を
辞
め
た
者
で
あ
っ
た
。
吏
部
で
は
毎
年
五
月
に
、
そ
の
年
の
選
人
資
格
を
規
定
し
た
「
格
」
を
州
県
に
頒
布
し
、
応
募
希
望
者
で
こ

の
選
格
に
合
致
す
る
者
は
、
ま
ず
州
県
の
衙
署
よ
り
選
解
を
受
け
、
そ
の
証
明
と
な
る
解
状
と
、
本
人
の
簿
書
・
資
歷
・
考
課
等
の
履
歴
書
を
携
え
て
、
長
安
・

洛
陽
で
行
わ
れ
る
十
月
の
吏
部
候
選
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
王
寿
南
『
隋
唐
史
』（
三
民
書
局
、
一
九
八
六
年
）
四
二
七
頁
参
照
。

（
二
七
）
選
人
の
通
す
所
の
文
書
は
、
皆
な
版
様
に
依
る　
　
「
選
人
」
は
こ
こ
で
は
官
職
を
求
め
て
応
募
し
て
き
た
人
々
を
さ
す
。「
所
通
文
書
」
と
は
、
前

掲
註
（
二
六
）
で
み
た
よ
う
に
、
応
募
者
が
持
参
し
た
解
状
・
簿
書
・
資
歷
・
考
課
の
書
類
の
こ
と
。「
通
」
は
受
け
付
け
た
書
類
を
逓
送
す
る
こ
と
。「
版
様
」

に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、『
新
唐
書
』
巻
二
〇
六
・
外
戚
・
楊
国
忠
伝
に
、

国
忠
既
以
宰
相
領
選
、
始
建
罷
長
名
、
於
銓
日
即
定
留
放
。
故
事
、
歳
揭
版
南
院
為
選
式
、
選
者
自
通
、
一
辞
不
如
式
、
輒
不
得
調
、
故
有
十
年
不
官
者
。

と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
応
募
の
際
に
提
出
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
決
め
ら
れ
た
書
き
方
、
す
な
わ
ち
『
新
唐
書
』
で
い
う
「
選
式
」
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
底
本
に
み
え
る
「
版
様
」
は
こ
の
「
選
式
」
の
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
霍
存
福
『
唐
式
輯
佚
』（
楊
一
凡
主
編
、
中
国
法
制
史
考
証

続
編　

第
八
冊
、社
会
科
学
文
献
出
版
社
、二
〇
〇
九
年
）
に
は
、唐
吏
部
式
凡
そ
八
條
が
復
原
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
中
に
「
毎
年
冬
薦
官
、吏
部
准
式
検
勘
」

（『
唐
会
要
』
巻
八
二
・
冬
薦
）
の
一
條
が
、
吏
部
式
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
十
月
の
冬
集
（
冬
薦
）
に
集
ま
っ
た
人
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
こ
の

南
院
の
官
吏
ら
に
よ
っ
て
、「（
吏
部
）
式
」（『
新
唐
書
』
で
い
う
「
選
式
」）
の
規
定
と
照
合
し
つ
つ
査
閲
が
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
二
八
）一
字
の
違
い
有
ら
ば
、即
ち
駮
落
せ
ら
れ
、三
十
年
官
を
得
ざ
る
者
有
る
に
至
る　
　
「
駮
落
」は
落
第
ま
た
は
免
職
さ
せ
る
こ
と
。ま
た
底
本
で
は「
三
十

年
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
前
掲
註
（
二
七
）
に
引
い
た
『
新
唐
書
』
楊
国
忠
伝
で
は
「
十
年
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
が
是
か
は
不
明
だ
が
、
書
式
の
わ
ず
か

な
不
備
に
よ
り
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
授
官
さ
れ
な
い
者
の
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
二
九
）
楊
国
忠
尚
書
と
為
り
、
創
め
て
押
例
を
為
り
、
選
深
き
者
は
先
に
授
官
す　
　

楊
国
忠
（
？
―
七
五
六
）
は
唐
玄
宗
期
の
官
僚
で
、
蒲
州
永
楽
（
現

在
の
山
西
省
永
済
市
）
の
人
、
本
名
は
釗
。『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
六
及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
六
・
外
戚
に
伝
が
あ
る
。
玄
宗
の
寵
妃
と
な
っ
た
楊
貴
妃
の
従

兄
弟
で
、
は
じ
め
剣
南
節
度
使
・
章
仇
兼
瓊
の
使
い
と
し
て
長
安
に
赴
き
、
玄
宗
に
登
用
さ
れ
て
監
察
御
史
と
な
っ
た
。
天
宝
七
載
（
七
四
八
）
に
給
事
中
兼

御
史
中
丞
専
判
度
支
事
と
な
り
、
天
宝
一
一
載
（
七
五
二
）
に
は
、
亡
く
な
っ
た
李
林
甫
に
代
わ
っ
て
右
相
（
中
書
令
）
兼
文
部
尚
書
（
天
宝
一
一
載
三
月
に
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吏
部
を
文
部
と
改
称
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
官
僚
人
事
を
統
括
し
た
。「
押
例
」
は
、
こ
の
と
き
楊
国
忠
が
行
っ
た
人
事
の
方
法
で
、
任
官
年
期
の
長
い
者
か
ら

優
先
的
に
授
官
さ
せ
る
例
を
い
う
。
底
本
の
後
段
、『
封
氏
聞
見
記
』
巻
五
・
頌
徳
條
に
は
、

林
甫
薨
後
、
楊
国
忠
爲
左
（
右
？
）
相
兼
総
銓
衡
。
従
前
注
擬
、
皆
約
循
資
格
、
至
国
忠
創
為
押
例
、
選
深
者
尽
留
、
乃
無
才
与
不
才
也
。

と
あ
り
、
か
つ
て
裴
光
庭
が
行
っ
た
「
循
資
格
」、
す
な
わ
ち
年
功
序
列
に
基
づ
く
方
法
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。「
選
深
」
は
任
官
年
期
の
長
い
こ
と
。

（
三
〇
）
文
状
に
闕
失
有
る
も
、
続
通
を
許
し
、
駮
放
せ
し
め
ず　
　
「
文
状
」
は
先
に
み
た
、
解
状
等
の
吏
部
南
院
に
提
出
す
る
申
請
書
類
。「
続
通
」
は
、

書
類
を
滞
り
な
く
逓
送
す
る
意
か
。「
駮
放
」
は
是
非
を
調
べ
正
し
て
斥
け
る
こ
と
。

（
三
一
）
淹
滞
の
流
は
、
翕
然
と
し
て
帰
美
す　
　
「
淹
滞
」
は
才
能
を
持
ち
な
が
ら
下
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、「
流
」
は
と
も
が
ら
。「
翕
然
」
は
集
ま

る
さ
ま
。「
帰
美
」
は
褒
め
称
え
る
こ
と
。『
新
唐
書
』
巻
二
〇
六
・
外
戚
・
楊
国
忠
伝
に
は
、

国
忠
創
押
例
、
無
賢
不
肖
、
用
選
深
者
先
補
官
、
牒
文
謬
缺
得
再
通
、
衆
議
翕
然
美
之
。

と
あ
り
、
底
本
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
載
せ
る
。

（
三
二
）
其
の
五
品
已
上
及
び
清
要
官
は
、
吏
部
注
さ
ず
、
名
を
中
書
門
下
に
送
り
、
各
お
の
資
次
を
量
り
て
時
に
臨
み
て
勅
除
す　
　
「
中
書
門
下
」
は
、
開

元
一
一
年
（
七
二
三
）
に
そ
れ
ま
で
中
書
・
門
下
・
尚
書
の
三
省
の
長
官
の
会
議
室
で
あ
っ
た
政
治
堂
を
、
当
時
の
中
書
令
・
張
説
が
「
中
書
門
下
」
と
改
称

し
宰
相
の
執
務
室
と
し
て
独
立
さ
せ
た
も
の
。「
資
次
」
は
位
階
の
こ
と
。「
勅
除
」
は
皇
帝
が
直
接
詔
を
下
し
て
任
命
す
る
こ
と
。

（
三
三
）
故
に
授
任
者
は
或
い
は
検
校
を
称
し
、
或
い
は
兼
・
試
・
知
・
摂
・
内
供
奉
の
類
を
称
し　
　
「
検
校
」
は
、
唐
代
前
半
で
は
正
式
な
拝
官
を
受
け
な

い
ま
ま
当
該
官
の
職
権
を
執
行
す
る
場
合
を
い
い
、
唐
後
半
で
は
当
該
官
の
職
権
は
持
た
な
い
虚
銜
と
な
っ
た
。「
兼
」
は
別
の
一
官
職
を
兼
任
す
る
こ
と
を

い
う
が
、
唐
代
前
半
で
は
実
兼
、
す
な
わ
ち
兼
任
官
の
職
務
を
執
行
し
、
唐
後
半
で
は
虚
兼
と
な
り
名
目
的
な
も
の
と
な
っ
た
。「
試
」
は
正
式
な
任
命
以
外

の
任
用
方
法
の
一
つ
で
、
武
后
以
後
に
多
く
行
わ
れ
た
。『
唐
会
要
』
巻
六
七
・
試
及
邪
濫
官
を
参
照
。「
知
」
は
他
官
の
職
務
を
兼
任
す
る
こ
と
を
い
い
、
正

式
な
拝
官
を
受
け
ず
、
詔
勅
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
る
。「
摂
」
は
代
理
の
意
で
、
吏
部
の
補
授
は
経
ず
に
、
当
該
長
官
の
決
定
に
よ
り
該
官
の
職
務
を
代
行
さ

せ
る
こ
と
を
い
う
。「
内
供
奉
」
は
一
種
の
加
銜
で
、
御
史
の
う
ち
資
歴
の
浅
い
者
を
い
っ
た
。
ま
た
の
ち
に
門
下
省
の
右
補
闕
や
左
拾
遺
、
中
書
省
の
右
補

闕
や
右
拾
遺
の
う
ち
、
同
じ
く
資
歴
の
浅
い
者
に
「
内
供
奉
」
を
加
銜
し
た
。
定
員
は
な
い
が
、
正
員
の
半
数
を
超
え
な
い
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
た
。
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一
七
）

【
現
代
語
訳
】

　

開
元
の
初
め
に
宋
璟
が
吏
部
尚
書
と
な
り
、
ま
た
李
乂
・
盧
従
愿
が
吏
部
侍
郎
と
な
っ
て
、
大
い
に
以
前
の
弊
害
を
改
め
た
。
留
人
が
な
く
な
り
、
大
い
に

綱
紀
が
粛
正
さ
れ
た
。

　

あ
る
時
、
選
人
の
王
翰
は
、
詩
歌
の
編
纂
が
得
意
で
あ
る
こ
と
を
鼻
に
か
け
て
、
軽
挙
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
。
す
な
わ
ち
手
前
勝
手
に
、
海
内
の
文
士
百
余

人
を
選
ん
で
九
等
に
分
け
、
こ
れ
を
高
く
掲
示
し
た
の
で
あ
る
。
張
説
・
李
邕
（
と
と
も
に
自
ら
を
）
第
一
等
に
置
き
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
排
斥
さ
れ
た
。

早
朝
に
吏
部
の
東
街
に
こ
れ
を
張
り
出
し
た
た
め
、（
混
雑
は
）
長
名
よ
り
ひ
ど
い
あ
り
さ
ま
と
な
っ
た
。
観
る
者
は
雲
霞
の
ご
と
く
で
あ
り
、
歯
ぎ
し
り
し

な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
従
愿
は
ひ
そ
か
に
調
べ
て
獲
え
、
法
に
よ
る
処
罰
を
上
奏
し
よ
う
と
し
た
が
、
権
力
者
ら
に
よ
っ
て
抑
え
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
つ
い

に
沙
汰
や
み
と
な
っ
た
。

　

姜
晦
は
兵
部
侍
郎
か
ら
（
異
動
し
て
）
吏
部
侍
郎
を
拝
命
し
た
。
以
前
は
銓
曹
の
建
物
（
の
周
囲
）
に
は
、棘
を
置
い
て
内
外
（
の
往
来
）
を
防
い
で
お
り
、

通
行
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
晦
が
就
任
し
て
か
ら
は
、こ
れ
ら
を
す
べ
て
取
り
去
り
、大
い
に
門
を
開
い
て
、（
往
来
を
）禁
止
し
な
い
む
ね
を
示
し
た
。

人
事
に
託
し
て
不
正
を
働
こ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
、
晦
は
速
や
か
に
之
を
察
知
し
て
問
い
た
だ
し
、
罪
を
認
め
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
当
初
朝
廷
は
、
晦

が
吏
部
の
旧
制
を
革
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
い
に
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
す
で
に
人
事
の
秩
序
が
回
復
し
、
彼
の
名
声
は
広
く
世
間
に
知
れ
渡
っ
た
。

　

開
元
十
四
年
（
実
際
に
は
十
三
年
一
二
月
）、
玄
宗
が
東
都
に
居
ら
れ
た
折
、
吏
部
に
勅
し
て
十
銓
を
置
い
た
。
礼
部
侍
郎
（
尚
書
）
□
□
〔
蘇
頲
、
刑
部

尚
書
韋
抗
〕、
工
部
尚
書
盧
従
愿
、
散
騎
常
侍
徐
堅
、
御
史
中
丞
宇
文
融
、
朝
集
使
蒲
州
刺
史
崔
材
（
崔
琳
）、
魏
州
刺
史
崔
征
（
崔
沔
）、
鄭
州
〔
刺
史
賈
曾
、

懐
州
〕
刺
史
王
岳
（
王
丘
）、荊
府
（
荊
州
）
長
史
韋
虚
心
ら
に
人
事
を
行
わ
せ
、分
け
て
十
銓
と
し
た
。
吏
部
は
狭
く
、よ
っ
て
他
の
庁
舎
を
借
り
て
人
事
を
行
っ

た
た
め
、
選
人
ら
の
喧
騒
は
、
宮
中
に
ま
で
響
き
渡
っ
た
。

　

明
年
、
人
事
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
吏
部
に
戻
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
人
事
で
は
、
皆
な
資
格
を
主
と
し
て
お
り
、
昇
進
降
格
の
時
期
は
、
そ
の
時
々
の
情
況
と

合
わ
な
か
っ
た
。
吏
部
侍
郎
と
な
っ
た
裴
光
庭
は
、は
じ
め
て
條
例
を
つ
く
る
こ
と
を
奏
上
し
、こ
れ
を
循
資
格
と
い
っ
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
（
の
人
事
で
）
は
、

概
ね
こ
れ
が
基
準
と
さ
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
良
醞
署
丞
・
門
下
典
儀
・
大
（
太
）
楽
署
丞
は
、
い
ず
れ
も
流
外
の
官
で
あ
っ
た
。
国
の
初
め
、
東
皐
子
王
績
が
良
醞
丞
と
な
っ
た
。
太
宗
朝
で
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（
一
八
）

は
李
義
甫
（
李
義
府
）
が
典
儀
府
（
典
儀
）
と
な
っ
た
。
中
宗
の
時
に
は
わ
た
く
し
の
従
叔
の
希
顔
が
大
（
太
）
楽
丞
と
な
っ
た
。
三
官
は
こ
れ
以
後
、
す
べ

て
清
流
の
者
が
就
任
す
る
官
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

開
元
中
、
河
東
の
薛
據
は
自
分
の
才
能
を
誇
り
、
吏
部
の
人
事
に
お
い
て
、
万
年
県
の
録
事
を
授
け
て
く
れ
る
よ
う
請
願
し
た
。
吏
部
は
敢
え
て
結
論
を
出

さ
ず
、こ
れ
を
宰
相
ら
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
流
外
の
人
々
が
、と
も
に
宰
相
に
拝
謁
し
て
訴
え
て
い
う
に
は
、「
醞
署
丞
等
の
三
官
は
、

皆
な
流
外
の
職
で
は
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
士
人
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
赤
県
の
録
事
の
み
が
、
私
ど
も
に
と
っ
て
の
清
要
の
官
な
の
で
す
。
い

ま
ま
た
進
士
の
方
々
が
奪
お
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
ど
も
（
身
分
の
低
い
）
一
色
の
者
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
こ
の
こ

と
は
つ
い
に
と
り
や
め
と
な
っ
た
。

　

吏
部
で
は
毎
年
、
先
に
（
人
事
条
件
等
を
記
し
た
）
版
牓
を
南
院
に
掲
げ
、
選
人
か
ら
提
出
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
規
定
の
書
式
ど
お
り
に
す

る
よ
う
求
め
た
。
一
字
で
も
誤
り
が
あ
れ
ば
不
合
格
と
さ
れ
、
な
か
に
は
三
十
年
も
の
間
、
官
職
を
得
ら
れ
な
い
者
も
い
た
。

　

楊
国
忠
が
吏
部
尚
書
に
な
る
と
、
は
じ
め
て
押
例
を
つ
く
っ
て
、
任
官
年
期
の
長
い
者
か
ら
先
に
授
官
さ
せ
た
。
書
類
に
不
備
が
あ
っ
て
も
受
理
を
許
し
、

斥
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
任
官
・
昇
進
で
き
ず
に
い
た
人
々
は
、
み
な
こ
れ
を
褒
め
称
え
た
。
五
品
以
上
の
官
と
清
要
官
に
つ
い
て
は
、
吏
部
で
は

人
事
を
行
わ
ず
、
名
を
中
書
門
下
に
送
り
、
そ
れ
ぞ
れ
位
階
を
は
か
っ
て
時
期
を
み
な
が
ら
皇
帝
が
勅
授
を
行
っ
た
。
経
歴
に
は
長
短
が
あ
り
、
位
階
に
は
高

低
が
あ
る
。
こ
の
た
め
授
任
者
は
、
或
い
は
検
校
を
（
官
職
名
の
上
に
冠
）
称
し
、
或
い
は
兼
・
試
・
知
・
摂
・
内
供
奉
の
類
を
称
す
る
こ
と
と
な
り
、（
官
職
の
）

名
目
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ご
ろ
【
以
下
闕
】

（
江
川　

式
部
）

本
稿
はJSPS

科
研
費18K

01005

・18H
00700

・16H
05678

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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（
一
九
）

〔
二
〕『
封
氏
聞
見
記
』
卷
四
・
尊
號

【
原
文
】

秦
漢
以
來
、
天
子
但
稱
皇
帝
、
無
別
徽
號
。
則
天
垂
拱
四
年
、
得
瑞
石
于
洛
水
、
文
曰
『
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
』。
號
其
石
爲
寶
圖
。
于
是
羣
臣
上
尊
號
、

請
稱
聖
母
神
皇
。
後
稍
加
『
慈
氏
越
古
天
册
金
輪
聖
神
』
等
號
。
中
宗
踐
祚
、
號
『
應
天
神
龍
』。
元
宗
即
位
、
號
『
開
元
神
武
』、
後
稍
加
爲
『
開
元
天
地
大

寶
聖
文
神
武
應
道
』。
肅
宗
號
『
光
天
文
武
』。
代
宗
號
『
寶
應
元
聖
文
武
』。
今
上
號
『
聖
神
文
武
』。
則
天
以
女
主
臨
朝
、
苟
順
臣
子
一
時
之
請
、
受
尊
崇
之

號
、
自
後
因
爲
故
事
。『
允
文
允
武
、
乃
聖
乃
神
』、
皇
王
盛
稱
、
莫
或
踰
此
。
既
以
爲
祖
父
之
稱
、
又
以
爲
子
孫
之
號
、
雖
顚
之
倒
之
、
時
有
變
易
、
曷
曾
離

此
。
數
代
之
後
、
將
無
所
回
避
。
貞
元
初
、
主
上
超
然
覺
悟
、
乃
下
詔
去
其
徽
號
、
直
稱
皇
帝
、
合
于
古
矣
。
近
歳
百
僚
復
請
加
尊
號
、
上
守
謙
沖
、
意
不
之

許
。
昔
光
武
皇
帝
詔
羣
臣
上
書
不
得
言
聖
、
孔
子
曰
『
若
聖
與
仁
、
則
吾
豈
敢
』、
其
謙
沖
之
意
大
矣
哉
！

【
訓
読
】

秦
漢
以
来
、天
子
は
但
だ
皇
帝
と
の
み
称
し
、徽
号
を
別
つ
こ
と
無
し
（
一
）。
則
天
垂
拱
四
年
（
六
八
八
）、瑞
石
を
洛
水
に
得
、文
に
曰
く
『
聖
母
人
に
臨
み
、

永
え
に
帝
業
を
昌さ
か

ん
に
す
』
と
。
其
の
石
を
号
し
て
宝
図
と
為
す
。
是
に
于
い
て
群
臣
尊
号
を
上
り
、『
聖
母
神
皇
』
と
称
せ
ん
こ
と
を
請
う
（
二
）。
後
に
稍
よ
う
や

く
『
慈
氏
越
古
天
冊
金
輪
聖
神
』
等
の
号
を
加
う
（
三
）。
中
宗
践
祚
し
、『
応
天
神
龍
』
と
号
す
（
四
）。
元
宗
（
玄
宗
）
即
位
す
る
や
、『
開
元
神
武
』
と
号
し
、

後
に
稍
く
加
え
て
『
開
元
天
地
大
宝
聖
文
神
武
応
道
』
と
為
す
（
五
）。
粛
宗
は
『
光
天
文
武
』
と
号
す
（
六
）。
代
宗
は
『
宝
応
元
聖
文
武
』
と
号
す
（
七
）。

今
上
は
『
聖
神
文
武
』
と
号
す
（
八
）。
則
天
は
女
主
も
て
朝
に
臨
み
、
苟
く
も
臣
子
の
一
時
の
請
に
順し
た
がい
、
尊
崇
の
号
を
受
く
る
を
以
て
、
自
後
因
り
て
故

事
と
為
す
。『
允ま
こ
とに
文
允
に
武
、
乃す
な
わち
聖
乃
ち
神
』、
皇
王
の
盛
称
、
或
い
は
此
れ
に
踰
ゆ
る
も
の
莫
し
。
既
に
以
為
え
ら
く
祖
父
の
称
に
し
て
、
又
た
以
為
え

ら
く
子
孫
の
号
、
之
を
顚
さ
か
し
まに
し
之
を
倒
さ
か
し
まに
し
、
時
に
変
易
有
り
と
雖
も
、
曷
ぞ
曽
て
此
れ
を
離
さ
ん
や
。
数
代
の
後
、
将
に
回
避
す
る
所
無
か
ら
ん
と
す
。
貞

元
の
初
め
、
主
上
超
然
と
し
て
覚
悟
し
、
乃
ち
詔
を
下
し
其
の
徽
号
を
去
り
、
直
だ
皇
帝
と
称
し
、
古
に
合
わ
し
む
（
九
）。
近
歳
、
百
僚
復
た
尊
号
を
加
え

ん
こ
と
を
請
う
も
、
上
謙
沖
を
守
り
、
意
之
を
許
さ
ず
（
一
〇
）。
昔
光
武
皇
帝
詔
す
る
に
群
臣
を
し
て
上
書
す
る
に
聖
を
言
う
を
得
ざ
ら
し
む
（
一
一
）。
孔
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（
二
〇
）

子
曰
く
「
聖
と
仁
と
の
若
き
は
、
則
ち
吾
れ
豈
に
敢
え
て
せ
ん
や
」
と
（
一
二
）、
其
の
謙
沖
の
意
大
な
る
か
な
！

【
註
釈
】

（
一
）
秦
漢
以
来
、
天
子
は
但
だ
皇
帝
と
の
み
称
し
、
徽
号
を
別
つ
こ
と
無
し
。　
　

秦
の
始
皇
帝
が
中
国
を
統
一
す
る
と
、
最
高
統
治
者
の
位
を
表
す
位
号
・

称
号
と
し
て
、「
三
皇
」「
五
帝
」
の
例
に
よ
っ
て
「
皇
帝
」
を
採
用
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
・
帝
王
部
・
尊
号
門
一
に
、

古
者
盛
徳
之
君
、
若
九
皇
・
五
帝
、
皆
典
籍
之
所
述
也
。
夏
商
而
下
、
降
号
称
王
。
秦
并
天
下
、
始
兼
三
五
而
建
号
、
然
後
尊
極
之
名
著
矣
。
歴
代
而
下
、

遵
而
不
易
、
時
或
因
革
、
理
非
沿
襲
、
踵
事
増
華
、
其
流
弥
盛
。

と
あ
る
。
古
代
中
国
の
君
主
の
尊
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
戸
崎
哲
彦
氏
の
以
下
の
一
連
の
研
究
を
参
照
。
戸
崎
哲
彦
著
「
唐
諸
帝
号
攷
（
上
）
―
皋
陶
か
ら
睿

宗
ま
で
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
六
四
、一
九
九
〇
年
）、
同
氏
著
「
唐
諸
帝
号
攷
（
下
）
―
殤
帝
か
ら
哀
帝
ま
で
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
六
六
、一
九
九
〇
年
）、

同
氏
著
「
古
代
中
国
の
君
主
号
と
『
尊
号
』
―
『
尊
号
』
の
起
源
と
尊
号
制
度
の
成
立
を
中
心
に
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
六
九
、一
九
九
一
年
）、
同
氏
著
「
唐

代
君
主
号
制
度
に
由
来
す
る
『
尊
号
』
と
そ
の
別
称
―
唐
か
ら
清
、お
よ
び
日
本
に
お
け
る
用
語
と
用
法
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
七
〇
・
二
七
一
、一
九
九
一
年
）、

同
氏
著
「
唐
代
皇
帝
受
册
尊
号
儀
の
復
元
（
上
）
―
唐
代
皇
帝
即
位
儀
礼
の
復
元
に
向
か
っ
て
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
七
二
、一
九
九
一
年
）、
同
氏
著
「
唐
代

皇
帝
受
册
尊
号
儀
の
復
元
（
下
）
―
唐
代
皇
帝
即
位
儀
礼
の
復
元
に
向
か
っ
て
―
」（『
彦
根
論
叢
』
二
七
三
・
二
七
四
、一
九
九
一
年
）、
同
氏
著
「
唐
代
尊
号

制
度
の
構
造
」（『
彦
根
論
叢
』
二
七
八
、一
九
九
二
年
）。

（
二
）
則
天
垂
拱
四
年
（
六
八
八
）、
…
…
『
聖
母
神
皇
』
と
称
せ
ん
こ
と
を
請
う
。　
　
「
則
天
」
と
は
則
天
武
后
（
在
位
六
九
〇
〜
七
〇
五
）
の
こ
と
。「
垂

拱
」
は
睿
宗
期
の
年
号
、
西
暦
六
八
五
〜
六
八
九
年
。
た
だ
、
睿
宗
は
光
宅
元
年
（
六
八
四
）
に
即
位
し
た
も
の
の
、
政
治
に
は
あ
ず
か
ら
ず
、
皇
太
后
で
あ
っ

た
則
天
武
后
が
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
。

　

唐
代
に
な
る
と
、
君
主
の
存
命
中
に
君
主
の
人
徳
や
功
績
を
表
彰
し
て
君
主
一
個
人
に
与
え
ら
れ
る
名
号
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
戸
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
そ

の
起
源
に
つ
い
て
は
、
高
宗
と
則
天
武
后
、
さ
ら
に
武
后
説
で
も
光
宅
元
年
（
六
八
四
）・
垂
拱
四
年
（
六
八
八
）・
天
授
元
年
（
六
九
〇
）
に
分
か
れ
る
と
い

う
が
、
本
文
で
は
、
則
天
武
后
の
垂
拱
四
年
説
を
と
っ
て
い
る
。
則
天
武
后
が
垂
拱
四
年
に
尊
号
を
受
け
る
経
緯
に
つ
い
て
、『
旧
唐
書
』
巻
二
四
・
礼
儀
志
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（
二
一
）

四
に
よ
る
と
、

則
天
垂
拱
四
年
四
月
、
雍
州
永
安
人
唐
同
泰
偽
造
瑞
石
于
洛
水
、
献
之
。
其
文
曰
：「
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
」。
於
是
号
其
石
為
「
宝
図
」、
賜
百
官
宴
楽
、

賜
物
有
差
。
…
其
年
五
月
下
制
、欲
親
拝
受
「
宝
図
」。
先
有
事
於
南
郊
、告
謝
昊
天
上
帝
。
…
於
是
則
天
加
尊
号
為
「
聖
母
神
皇
」。
大
赦
天
下
。
改
「
宝

図
」
為
「
天
授
聖
図
」、
洛
水
為
永
昌
。

と
あ
る
。
尊
号
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
」
と
あ
る
白
石
は
、
武
后
の
甥
の
武
承
嗣
が
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
（『
資
治
通
鑑
』
巻

二
〇
四
・
唐
紀
二
〇
・
則
天
后
垂
拱
四
年
五
月
条
）。
武
后
は
こ
の
石
を
宝
図
と
名
付
け
、
洛
水
を
拝
し
て
宝
図
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
南

郊
で
昊
天
上
帝
に
告
謝
し
た
。
宰
相
以
下
の
官
僚
た
ち
は
、
則
天
武
后
に
「
聖
母
神
皇
」
の
尊
号
を
た
て
ま
つ
り
（『
文
苑
英
華
』
巻
五
五
四
・
崔
融
「
代
宰

相
上
（
賀
）
尊
号
表
」）、
武
后
は
そ
れ
を
受
け
、「
聖
母
神
皇
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
は
大
赦
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
二
年
後
の
載
初
元
年
（
六
九
〇
）
九
月
、
則
天
武
后
は
国
号
を
周
と
改
め
、
皇
帝
位
に
即
く
。
こ
の
最
初
の
尊
号
上
進
は
、
武
后
が
政
権
を
奪
取
す

る
重
要
な
段
階
の
時
に
行
わ
れ
、
人
心
収
攬
を
図
る
と
い
う
政
治
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
垂
拱
四
年
の
尊
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
戸
崎
氏
前

掲
諸
論
文
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
宝
図
出
現
か
ら
の
垂
拱
四
年
に
お
け
る
武
后
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
氏
著
「
則
天
武
后
の
明
堂
の
政
治
的
役
割
」（
唐
代

史
研
究
会
編
『
律
令
制
－
中
国
朝
鮮
の
法
と
国
家
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
。
の
ち
に
同
氏
著
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』
汲
古
選
書
二
六
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
一
年
に
解
題
所
収
）
を
参
照
。

（
三
）後
に
稍よ
う
やく『
慈
氏
越
古
天
冊
金
輪
聖
神
』等
の
号
を
加
う
。　
　
「
慈
氏
」は
弥
勒
菩
薩
の
こ
と
。「
金
輪
」は
、仏
教
で
全
世
界
を
支
配
す
る
聖
王
で
あ
る「
金

輪
王
」
に
ち
な
ん
で
い
る
。
即
位
後
の
則
天
武
后
は
、長
寿
二
年
（
六
九
三
）
九
月
の
「
金
輪
聖
神
皇
帝
」
に
続
い
て
、た
て
つ
づ
け
に
「
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
」、

「
慈
氏
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
」、「
天
冊
金
輪
大
聖
皇
帝
」
と
い
う
尊
号
を
加
え
ら
れ
て
い
た
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
・
唐
紀
二
一
・
則
天
后
長
寿
二
年
条
か

ら
天
冊
万
歳
元
年
条
ま
で
の
記
述
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
長
寿
二
年
（
六
九
三
）
秋
九
月
）
魏
王
承
嗣
等
五
千
人
表
請
加
尊
号
曰
「
金
輪
聖
神
皇
帝
」。
乙
未
、
太
后
御
万
象
神
宮
、
受
尊
号
、
赦
天
下
。
作
金
輪

等
七
宝
、
毎
朝
会
、
陳
之
殿
庭
。

（
延
載
元
年
（
六
九
四
））
五
月
、
魏
王
承
嗣
等
二
万
六
千
余
人
上
尊
号
曰
「
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
」。
甲
午
、
御
則
天
門
楼
受
尊
号
、
赦
天
下
、
改
元
。
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（
証
聖
元
年
（
六
九
五
））
正
月
、
辛
巳
朔
、
太
后
加
号
「
慈
氏
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
」、
赦
天
下
、
改
元
証
聖
。

春
二
月
、
…
甲
子
、
太
后
去
「
慈
氏
越
古
」
之
号
。

（
天
冊
万
歳
元
年
）
九
月
、
甲
寅
、
太
后
合
祭
天
地
於
南
郊
、
加
号
「
天
冊
金
輪
大
聖
皇
帝
」、
赦
天
下
、
改
元
。

制
度
が
創
設
さ
れ
た
則
天
武
后
の
垂
拱
四
年
の
受
冊
尊
号
の
時
か
ら
、
冊
尊
号
の
儀
礼
が
終
わ
る
と
、
天
下
に
大
赦
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
最
初
か
ら

セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
臣
下
か
ら
尊
号
を
受
け
て
郊
廟
等
の
親
祭
を
行
い
、
改
元
し
て
天
下
に
大
赦
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
成

立
し
、
以
後
の
唐
代
の
皇
帝
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

（
四
）
中
宗
践
祚
し
、『
応
天
神
龍
』
と
号
す
。　
　
「
中
宗
」
は
唐
の
第
四
代
中
宗
李
顕
（
在
位
六
八
三
〜
六
八
四
、七
〇
五
〜
七
一
〇
）。
高
宗
の
第
七
子
で
、

母
は
則
天
武
后
。
高
宗
の
死
後
即
位
し
た
が
、
二
カ
月
で
則
天
武
后
に
廃
さ
れ
、
房
州
に
流
さ
れ
た
。
六
九
八
年
に
再
び
皇
太
子
と
な
り
、
則
天
武
后
が
退
位

す
る
と
、
復
位
し
た
。
し
か
し
、
実
権
は
韋
后
に
握
ら
れ
、
の
ち
に
韋
后
と
安
楽
公
主
親
子
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
。
中
宗
期
の
尊
号
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』

巻
七
・
中
宗
本
紀
・
神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
十
一
月
条
に
、

十
一
月
戊
寅
、
加
皇
帝
尊
号
曰
「
応
天
」、
皇
后
尊
号
曰
「
順
天
」。
壬
午
、
皇
帝
・
皇
后
親
謁
太
廟
、
告
受
徽
号
之
意
、
大
赦
天
下
、
賜
酺
三
日
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
同
書
・
同
巻
・
中
宗
本
紀
・
神
龍
三
年
（
七
〇
七
）
九
月
条
に
、

九
月
…
庚
子
、
上
皇
帝
尊
号
曰
「
応
天
神
龍
」、
皇
后
尊
号
曰
「
順
天
翊
聖
」、
大
赦
天
下
、
改
元
為
景
龍
。
両
京
文
武
官
、
三
品
已
上
賜
爵
一
級
、
四
品

已
下
加
階
一
階
、
外
官
賜
勲
一
転
。

と
あ
る
。
神
龍
元
年
は
、
群
臣
か
ら
尊
号
を
た
て
ま
つ
ら
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
皇
帝
親
祭
が
行
わ
れ
た
最
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
後
の
状
況

か
ら
、
冊
尊
号
か
ら
の
謁
廟
に
は
韋
后
の
政
治
的
進
出
と
深
く
関
連
し
て
い
た
。
金
子
修
一
氏
著
「
唐
太
宗
―
睿
宗
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
―
唐
代
に
お
け
る

皇
帝
の
郊
廟
親
祭　

そ
の
（
一
）」（
唐
代
史
研
究
会
編
『
中
国
の
都
市
と
農
村
』
汲
古
書
院
、一
九
九
二
年
。
の
ち
に
同
氏
著
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
第
七
章
に
改
題
所
収
）
を
参
照
。

（
五
）
元
宗
（
玄
宗
）
即
位
す
る
や
、『
開
元
神
武
』
…
…
天
地
大
宝
聖
文
神
武
応
道
』
と
為
す
。　
　

唐
の
第
六
代
玄
宗
李
隆
基
（
在
位
七
一
二
〜
七
五
六
）
は
、

先
天
元
年
（
七
一
二
）
八
月
に
父
睿
宗
か
ら
譲
位
さ
れ
て
帝
位
に
つ
い
た
が
、
そ
の
翌
年
の
先
天
二
年
（
七
一
三
）
七
月
に
当
時
ま
だ
勢
威
の
あ
っ
た
則
天
武
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后
の
娘
の
太
平
公
主
と
そ
の
一
派
を
打
倒
し
て
、
よ
う
や
く
全
権
を
掌
握
し
た
。
玄
宗
期
の
最
初
の
冊
尊
号
は
、
玄
宗
が
大
平
公
主
一
派
を
打
倒
し
て
間
も
な

く
の
こ
と
で
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
〇
・
唐
紀
二
六
・
玄
宗
開
元
元
年
（
七
一
三
）
条
に
は
、

（
先
天
二
年
十
一
月
）
辛
巳
、
群
臣
上
表
請
加
尊
号
為
開
元
神
武
皇
帝
。
従
之
。
戊
子
、
受
冊
。

十
二
月
、
庚
寅
、
赦
天
下
、
改
元
。

と
あ
る
。
戊
子
（
二
八
日
）
に
冊
尊
号
の
儀
を
執
り
行
い
、
十
二
月
庚
寅
（
一
日
）
に
大
赦
、
改
元
し
て
い
る
。

　

玄
宗
が
次
に
尊
号
を
受
け
た
の
は
、
開
元
二
十
七
年
（
七
三
九
）
で
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
四
・
唐
紀
三
〇
・
玄
宗
開
元
二
十
七
年
二
月
条
に
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

群
臣
請
加
尊
号
曰
聖
文
。
二
月
、
己
巳
、
許
之
、
因
赦
天
下
、
免
百
姓
今
年
田
租
。

そ
れ
以
前
に
、『
旧
唐
書
』
巻
八
・
玄
宗
本
紀
上
・
開
元
十
八
年
条
に
よ
る
と
、「
是
の
歳
、
百
僚
及
び
華
州
父
老
累
ね
て
表
す
る
に
尊
号
を
上
り
て
内
に
「
聖

文
」
両
字
を
加
え
、
並
び
に
西
嶽
を
封
ぜ
ん
こ
と
を
請
う
も
、
允
さ
ず
」
と
あ
り
、
玄
宗
は
「
聖
文
」
の
二
文
字
を
加
え
る
の
を
固
辞
し
て
い
た
。
ま
た
、『
冊

府
元
亀
』
巻
一
六
・
帝
王
部
・
尊
号
門
の
開
元
二
十
七
年
二
月
条
を
見
る
と
、
開
元
二
十
七
年
に
な
っ
て
も
、
群
臣
ら
が
上
表
し
て
前
の
尊
号
に
「
聖
文
」
の

二
文
字
を
加
え
る
こ
と
を
求
め
、「
凡
そ
八
た
び
表
し
、
然
る
後
に
之
を
許
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
う
や
く
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　

玄
宗
は
唐
の
皇
帝
の
中
で
も
特
に
道
教
を
熱
心
に
信
仰
し
た
が
、
尊
号
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
五
・
唐
紀
三
一
・
玄
宗
天
宝
元

年
（
七
四
二
）
一
月
条
及
び
二
月
条
に
よ
る
と
、

（
春
正
月
）
甲
寅
、
陳
王
府
参
軍
田
同
秀
上
言
、「
見
玄
元
皇
帝
於
丹
鳳
門
之
空
中
、
告
以
『
我
蔵
霊
符
、
在
尹
喜
故
宅
。』」
上
遣
使
於
故
函
谷
関
尹
喜
台

旁
求
得
之
。
…
壬
辰
、
群
臣
上
表
、
以
「
函
谷
霊
符
、
潜
応
年
号
。
先
天
不
違
、
請
於
尊
号
加
『
天
宝
』
字
。」、
従
之
。

二
月
、
辛
卯
、
上
享
玄
元
皇
帝
於
新
廟
。
甲
午
、
享
太
廟
。
丙
申
、
合
祀
天
地
於
南
郊
、
大
赦
天
下
。
…

と
あ
り
、
田
同
秀
と
い
う
人
物
が
「
玄
元
皇
帝
が
丹
鳳
門
の
空
中
に
現
わ
れ
て
、『（
老
子
が
函
谷
関
で
『
道
徳
経
』
を
書
き
与
え
た
と
い
う
）
尹
喜
の
故
宅
の

傍
ら
に
霊
符
が
あ
る
』
と
言
わ
れ
た
」
と
上
申
し
た
の
で
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
霊
符
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
群
臣
は
上
表
し
て
、
霊
符
の
出
現
は
改
元
し

た
年
号
と
合
う
の
で
、従
来
の
尊
号
「
開
元
聖
文
神
武
皇
帝
」
に
新
年
号
の
「
天
宝
」
を
加
え
る
よ
う
求
め
た
。
玄
宗
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、二
月
丁
亥
に
は
「
開
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元
天
宝
聖
文
神
武
皇
帝
」
と
し
た
（『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
本
紀
下
・
天
宝
元
年
二
月
条
）。
そ
の
後
、
玄
宗
は
玄
元
皇
帝
廟
、
太
廟
及
び
南
郊
で
祭
祀
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
時
の
受
冊
尊
号
は
霊
符
の
出
現
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
・
帝
王
部
・
尊
号
門
の
天
宝
七
載
（
七
四
八
）
五
月
条
に
、

（
天
宝
）
七
載
五
月
壬
申
、文
武
百
僚
以
休
祥
累
見
、上
表
請
加
帝
尊
号
曰
「
応
道
」。
表
再
上
、固
違
不
従
。
甲
戌
、又
上
表
曰
…
…
。
帝
手
詔
報
曰
、「
禎

祥
者
、
所
以
合
天
人
。
鴻
名
者
、
所
以
彰
徳
業
。
今
封
章
継
至
、
誠
請
甚
勤
、
敬
鷹
神
休
、
允
答
人
望
、
宜
依
来
請
」。
己
卯
、
有
司
告
献
太
清
宮
・
太
廟
。

庚
辰
、
告
昊
天
上
帝
・
皇
地
祇
・
太
社
・
太
稷
。
壬
午
、
公
卿
百
辟
奉
冊
上
尊
号
曰
「
開
元
天
宝
聖
文
神
武
応
道
皇
帝
」。
御
興
慶
宮
、
受
冊
。

と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
尊
号
に
「
応
道
」
を
加
え
た
「
開
元
天
宝
聖
文
神
武
応
道
皇
帝
」
と
し
た
。
受
冊
尊
号
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
太
清
宮
・
太
廟
・
南

郊
の
告
祭
が
有
司
の
代
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
本
紀
下
・
天
宝
七
載
（
七
四
八
）
条
に
よ
る
と
、
群
臣
か
ら
の
請
願
は
三
月

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
は
、
翌
年
の
天
宝
八
載
（
七
四
九
）
閏
六
月
で
あ
る
。
同
じ
く
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
・
帝
王
部
・
尊
号
門
の
天
宝
八
載
六
月
条
に
よ
る
と
、
六
月
に
太

白
山
の
山
人
李
渾
が
「
金
星
洞
の
中
に
『
聖
皇
福
寿
』
の
符
命
が
記
さ
れ
た
玉
版
石
が
あ
る
、
と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
」
と
伝
え
、
御
史
中
丞
の
王
鉷
が
遊
仙

谷
に
行
き
、
そ
の
玉
版
石
を
見
つ
け
て
献
上
し
た
た
め
、
王
公
・
卿
士
・
道
俗
は
尊
号
を
加
え
る
こ
と
を
請
願
し
た
が
、
玄
宗
は
固
辞
し
た
。
し
か
し
、
丙
辰
、

礼
部
尚
書
崔
翹
ら
文
武
百
官
が
再
び
上
表
し
た
こ
と
に
よ
り
、玄
宗
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
、閏
月
丙
寅
に
太
清
宮
に
親
謁
し
、玄
元
皇
帝
に
尊
号
を
冊
し
て
「
聖

祖
大
道
玄
元
皇
帝
」
と
し
、
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
の
尊
号
に
「
大
聖
」
の
二
文
字
を
加
え
た
。
丁
卯
、
群
臣
は
玄
宗
に
「
開
元
天
地
大
宝
聖
文

神
武
応
道
皇
帝
」
の
尊
号
を
た
て
ま
つ
り
、
玄
宗
は
含
元
殿
に
出
御
し
て
受
冊
し
た
。

　

最
後
に
、
天
宝
十
三
載
（
七
五
四
）
二
月
の
尊
号
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
本
紀
下
と
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
七
・
唐
紀
三
三
に
よ
る
と
、
ま
ず
、

前
年
の
天
宝
十
二
載
（
七
五
三
）
十
二
月
庚
寅
、
憲
部
尚
書
張
均
ら
は
玄
宗
に
「
開
元
天
地
大
宝
聖
文
神
武
孝
徳
證
道
皇
帝
」
の
尊
号
を
た
て
ま
つ
っ
た
。
そ

し
て
、
十
三
載
二
月
壬
申
あ
る
い
は
癸
酉
に
、
太
清
宮
で
玄
元
皇
帝
に
「
大
聖
祖
高
上
大
道
金
闕
玄
元
天
皇
大
帝
」
の
尊
号
を
た
て
ま
つ
り
、
そ
の
翌
日
、「
漢

家
の
諸
帝
、
皆
孝
を
諡
と
す
る
故
を
以
て
な
り
」（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
七
）
と
の
理
由
で
、
太
廟
で
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
の
諡
号
に
孝
の
字

を
加
え
た
。
さ
ら
に
そ
の
次
の
日
に
、
群
臣
は
「
開
元
天
地
大
宝
聖
文
神
武
孝
徳
證
道
皇
帝
」
の
尊
号
た
て
ま
つ
り
（『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
本
紀
下
）、
玄
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宗
は
興
慶
宮
で
受
諾
し
、
天
下
に
大
赦
し
た
。

（
六
）
肅
宗
は
『
光
天
文
武
』
と
号
す
。　
　
「
粛
宗
」
は
第
七
代
粛
宗
李
亨
（
在
位
七
五
六
〜
七
六
二
）。
安
史
の
乱
が
起
こ
る
と
、
玄
宗
は
長
安
か
ら
四
川

に
逃
避
し
た
が
、
粛
宗
は
馬
嵬
か
ら
玄
宗
と
別
行
動
を
と
り
、
霊
武
で
即
位
し
た
。『
旧
唐
書
』
巻
十
・
粛
宗
本
紀
・
至
徳
三
載
（
七
五
八
）
条
に
よ
る
と
、

三
載
正
月
甲
戌
朔
。
戊
寅
、上
皇（
玄
宗
の
こ
と
）御
宣
政
殿
、冊
皇
帝
尊
号
曰「
光
天
文
武
大
聖
孝
感
皇
帝
」。
上
以
徽
号
中
有「
大
聖
」二
字
、上
表
固
譲
、

不
允
。

と
あ
る
よ
う
に
、
上
皇
で
あ
る
玄
宗
は
、
粛
宗
に
尊
号
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
粛
宗
は
そ
の
尊
号
の
中
に
「
大
聖
」
の
二
字
が
あ
る
た
め
に
固
辞
し
て
い
た
。

し
か
し
、
玄
宗
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
続
い
て
、
同
書
・
同
巻
・
粛
宗
本
紀
・
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
春
正
月
条
に
は
、

二
年
春
正
月
己
巳
朔
、
上
御
含
元
殿
、
受
尊
号
曰
「
乾
元
大
聖
光
天
文
武
孝
感
皇
帝
」。

と
あ
る
。

（
七
）
代
宗
は
『
宝
応
元
聖
文
武
』
と
号
す
。　
　
「
代
宗
」
は
、
第
八
代
代
宗
李
俶
（
の
ち
に
李
豫
と
改
名
、
在
位
七
六
二
〜
七
七
九
）。『
旧
唐
書
』
巻

十
一
・
代
宗
本
紀
・
宝
応
二
年
（
七
六
三
）
秋
七
月
条
に
よ
る
と
、

秋
七
月
壬
寅
朔
。
戊
申
、
群
臣
上
尊
号
曰
「
宝
応
元
聖
文
武
孝
皇
帝
」、
御
含
元
殿
受
冊
。
壬
子
、
御
宣
政
殿
宣
制
、
改
元
曰
広
徳
、
大
赦
天
下
。

と
あ
る
。

（
八
）
今
上
は
『
聖
神
文
武
』
と
号
す
。　
　
「
今
上
」
は
、
第
九
代
徳
宗
李
适
（
在
位
七
七
九
〜
八
〇
五
）
を
い
う
。『
旧
唐
書
』
巻
十
二
・
徳
宗
本
紀
上
・

建
中
元
年
（
七
八
〇
）
春
正
月
条
に
は
、

建
中
元
年
春
正
月
丁
卯
朔
、御
含
元
殿
、改
元
建
中
、群
臣
上
尊
号
曰
「
聖
神
文
武
皇
帝
」。
己
巳
、上
朝
太
清
宮
。
庚
午
、謁
太
廟
。
辛
未
、有
事
於
郊
丘
。

是
日
還
宮
、
御
丹
鳳
門
、
大
赦
天
下
。

と
あ
る
。

（
九
）貞
元
の
初
め
、主
上
超
然
と
し
て
…
…
直
だ
皇
帝
と
称
し
、古
に
合
わ
し
む
。　
　
「
貞
元
」は
徳
宗
期
の
年
号
で
、西
暦
七
八
五
〜
八
〇
五
年
。
本
文
は「
貞

元
初
」
と
す
る
が
、
実
際
に
は
興
元
元
年
（
七
八
四
）
正
月
の
こ
と
。
徳
宗
は
藩
鎮
対
策
の
失
敗
と
朱
泚
の
乱
の
勃
発
に
よ
り
、
長
安
か
ら
奉
天
県
に
避
難
し
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た
。
そ
の
際
に
、
玄
宗
が
安
史
の
乱
の
際
に
尊
号
を
固
辞
し
た
先
例
に
倣
い
、「
己
を
罪
す
る
の
詔
」
に
お
い
て
尊
号
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

乃
者
公
卿
百
僚
用
加
虚
美
、
以
「
聖
神
文
武
」
之
号
、
被
蒙
暗
寡
昧
之
躬
、
固
辞
不
獲
、
俯
遂
群
議
。
昨
因
内
省
、
良
所
瞿
然
。
自
今
已
後
、
中
外
書
奏

不
得
言
「
聖
神
文
武
」
之
号
。（『
旧
唐
書
』
巻
一
二
・
徳
宗
本
紀
上
・
興
元
元
年
春
正
月
条
）

（
一
〇
）
近
歳
、
百
僚
復
た
尊
号
を
加
え
…
…
上
謙
沖
を
守
り
、
意
之
を
許
さ
ず
。　
　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
・
帝
王
部
・
尊
号
門
に
は
、

貞
元
五
年
（
七
八
九
）
十
月
、
百
僚
累
上
表
請
復
徽
号
、
詔
曰
、
三
省
来
章
、
弥
用
兢
惕
、
載
崇
大
号
、
何
以
当
之
。
前
者
示
懐
、
蓋
非
冲
譲
、
尚
労
敦

請
、
豈
所
宜
然
。
卿
等
博
達
古
今
、
列
於
朝
右
、
思
弘
献
替
、
共
致
太
和
、
豈
以
虚
名
、
重
予
不
徳
。
再
三
循
復
、
増
恧
于
懐
、
想
悉
深
衷
、
勿
更
陳
請
。

六
年
（
七
九
〇
）
九
月
戊
午
、
百
僚
及
道
士
僧
等
詣
闕
抗
表
、
請
上
貞
元
聖
神
文
武
皇
帝
尊
号
、
手
詔
不
許
。
十
月
己
亥
、
再
詣
闕
抗
表
、
猶
不
許
。
因

謂
侍
臣
曰
、
今
年
春
夏
亢
旱
、
粟
麦
不
登
、
朕
精
誠
祈
禱
、
獲
降
甘
雨
、
既
致
豊
穣
、
告
謝
郊
廟
。
朕
儻
受
徽
号
、
是
有
為
為
之
、
更
勿
煩
請
也
。

と
あ
り
、
貞
元
五
年
十
月
、
六
年
九
月
、
同
年
十
月
と
群
臣
か
ら
再
三
に
わ
た
っ
て
尊
号
復
活
の
請
願
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
固
辞
し
て
い
る
。

（
一
一
）
昔
光
武
皇
帝
詔
す
る
に
群
臣
を
し
て
上
書
す
る
に
聖
を
言
う
を
得
ざ
ら
し
む
。　
　
「
光
武
」
は
後
漢
の
初
代
光
武
帝
劉
秀
（
在
位
二
五
〜
五
七
年
）

の
こ
と
。『
後
漢
書
』
巻
一
下
・
光
武
帝
本
紀
に
、

〔
建
武
七
年
（
三
一
）〕
三
月
癸
亥
晦
、
日
有
食
之
、
避
正
殿
、
寝
兵
、
不
聴
事
五
日
。
詔
曰
、
吾
徳
薄
致
災
、
謫
見
日
月
、
戦
慄
恐
懼
、
夫
何
言
哉
。
今

方
念
愆
、
庶
消
厥
咎
。
其
令
有
司
各
修
職
任
、
奉
遵
法
度
、
恵
茲
元
元
。
百
僚
各
上
封
事
、
無
有
所
諱
。
其
上
書
者
、
不
得
言
聖
。

と
あ
る
。

（
一
二
）
孔
子
曰
く
「
聖
と
仁
と
の
若
き
は
、
則
ち
吾
れ
豈
に
敢
え
て
せ
ん
や
」
と
。　
　

出
典
は
、『
論
語
』
述
而
篇
の
、
次
の
部
分
で
あ
る
。

子
曰
、
若
聖
與
仁
、
則
吾
豈
敢
、
抑
為
之
不
厭
、
誨
人
不
倦
、
則
可
謂
云
尓
巳
矣
。
公
西
華
曰
、
正
唯
弟
子
不
能
学
也
。

【
現
代
語
訳
】

　

秦
漢
以
来
、
天
子
は
た
だ
「
皇
帝
」（
と
い
う
君
主
の
位
を
表
す
称
号
）
だ
け
を
名
乗
り
、
そ
れ
以
外
の
（
存
命
中
に
君
主
の
人
徳
・
功
績
を
表
彰
し
て
与

え
ら
れ
る
）
尊
号
は
な
か
っ
た
。
則
天
武
后
の
垂
拱
四
年
に
、
瑞
石
が
洛
水
で
見
つ
か
り
、
そ
の
石
に
「
聖
母
人
に
臨
み
、
永
え
に
帝
業
を
昌さ
か

ん
に
す
」
と
書
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い
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
石
を
「
宝
図
」
と
名
付
け
た
。
そ
こ
で
官
僚
た
ち
は
則
天
武
后
に
尊
号
を
た
て
ま
つ
り
、「
聖
母
神
皇
」
と
名
乗
る
よ
う
求
め
た
。

の
ち
に
、
さ
ら
に
『
慈
氏
越
古
天
冊
金
輪
聖
神
皇
帝
』
等
の
尊
号
が
加
わ
っ
た
。
中
宗
が
皇
帝
の
位
を
継
ぐ
と
、『
応
天
神
龍
皇
帝
』
と
名
乗
っ
た
。
玄
宗
が

即
位
す
る
と
、『
開
元
神
武
皇
帝
』
と
名
乗
り
、後
に
更
に
は
『
開
元
天
地
大
宝
聖
文
神
武
応
道
皇
帝
』
と
名
乗
っ
た
。
肅
宗
は
『
光
天
文
武
皇
帝
』
と
名
乗
り
、

代
宗
は
『
宝
応
元
聖
文
武
皇
帝
』
と
名
乗
っ
た
。
今
上
陛
下
（
徳
宗
）
は
『
聖
神
文
武
皇
帝
』
と
名
乗
っ
た
。
則
天
武
后
は
女
性
の
君
主
と
し
て
国
を
治
め
る
と
、

と
り
あ
え
ず
臣
下
か
ら
の
一
時
的
な
請
願
に
従
っ
て
、
尊
崇
の
称
号
を
受
け
た
た
め
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
（
即
位
後
や
存
命
中
に
尊
号
を
た
て
ま

つ
る
こ
と
が
）
先
例
と
な
っ
た
。『
文
と
武
の
徳
が
ど
ち
ら
も
備
わ
っ
て
お
り
、
聖
と
神
の
威
徳
を
兼
ね
備
え
て
い
る
』
と
は
、
皇
帝
に
対
す
る
美
称
と
し
て

こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
父
祖
へ
の
追
尊
で
あ
る
尊
号
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
子
孫
で
あ
る
存
命
中
の
皇
帝
の
尊
号
と
し
て
、
こ
れ
ら
（
文
や

武
、
聖
や
神
）
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
、
逆
さ
ま
に
し
た
り
し
て
、
変
化
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
ど
う
し
て
こ
れ
ま
で
尊
号
か
ら
外

す
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
則
天
武
后
か
ら
数
代
を
経
て
も
、
尊
号
を
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
貞
元
の
初
め
、
今
上
陛
下
は
超
然
と
し
て
こ

の
こ
と
を
悟
り
、詔
を
下
し
て
自
分
の
（
聖
神
文
武
と
い
う
）
尊
号
を
取
り
去
り
、た
だ
「
皇
帝
」
と
だ
け
名
乗
る
こ
と
に
し
て
、以
前
の
や
り
方
に
戻
さ
せ
た
。

近
年
、
官
僚
は
尊
号
を
復
活
す
る
請
願
を
行
っ
た
が
、
今
上
は
謙
虚
さ
を
堅
持
し
、
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
昔
、（
後
漢
の
）
光
武
帝
は
詔
を
下

し
、
臣
下
が
皇
帝
に
上
書
す
る
際
に
、「
聖
」
と
い
う
字
を
使
う
の
を
許
さ
な
か
っ
た
。
孔
子
は
「
聖
と
か
仁
な
ど
と
い
う
の
は
、
私
な
ど
と
て
も
の
こ
と
だ
」

と
述
べ
て
い
た
が
、
な
ん
と
謙
虚
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
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